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【第三部】  
 

公害に係る環境基準と現況 
 

 

 

公害の種類ごとに環境基準と現況を示します。 

（前年度の年次報告書からの更新箇所は赤字で示しています。） 
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公害とは 

 

公害の定義 

公害とは、事業活動その他の人の活動に伴って生じる、大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、地盤

沈下、騒音、振動及び悪臭によって、人の健康または生活環境に被害が生ずる現象をいいます（環

境基本法第２条第３項）。これらは「典型７公害」と呼ばれ、法制度に基づき規制・対策が講じら

れています。 

 

典型７公害 

１ 大気汚染 

産業活動や交通などに伴い、有害物質が大気中に排出されることで、人の健康や生活環境、

植物の生育、自然環境に悪影響を及ぼす状態をいいます。 

２ 水質汚濁 

公共用水域及び地下に汚濁物質や有害物質が流入・浸透し、水質が悪化して人の健康や生態

系に影響を与える状態をいいます。 

３ 地盤沈下 

地下水の過剰な揚水などにより地層が圧密され、地表面が徐々に低下することで建築物や都

市機能に影響を与える状態をいいます。 

４ 土壌汚染 

土壌中の有害物質が存在し、人の健康や生活環境に悪影響を及ぼすおそれのある状態をいい

ます。 

５ 騒音 

交通機関や工場、建設作業などから発生する不快な音により、生活の質に影響を及ぼす状態

をいいます。 

６ 振動 

  工場や自動車などの振動源から発生した地盤振動が構造物や生活環境に影響を与える状態を

いいます。 

７ 悪臭 

 人に不快感や嫌悪感を与えるにおいにより、快適な生活環境を損なう状態をいいます。 

 

典型７公害以外の公害 

近年では、典型７公害に加え、生活環境や健康に影響を及ぼす新たな公害が問題となっていま

す。代表的なものとして、日照阻害、電波障害、低周波空気振動、不法投棄、雑草の繁茂など、市

民生活や事業活動に伴って発生する、典型７公害に含まれない公害が指摘されています。 
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公害関係法令の概要 

 

（１）法律 

環境基本法（平成 5年 11月 19日公布） 

      （大気汚染）大気汚染防止法（昭和 43年 6月 10日公布） 

            ダイオキシン類対策特別措置法 

                    （平成 11年 7月 16日公布） 

      （水質汚濁）水質汚濁防止法（昭和 45年 12月 25日公布） 

      （騒  音）騒 音 規 制 法（昭和 43年 6月 10日公布） 

      （振  動）振 動 規 制 法（昭和 51年 6月 10日公布） 

      （悪  臭）悪 臭 防 止 法（昭和 46年 6月 1日公布） 

      （土壌汚染）土壌汚染対策法（平成 14年 5月 29日公布） 

農用地の土壌の汚染防止等に関する法律 

                    （昭和 45年 12月 25日公布） 

      （そ の 他）環境影響評価法（平成 9年 6月 13日公布） 

            公害紛争処理法（昭和 45年 6月 1日公布） 

            自然環境保全法（昭和 47年 6月 22日公布） 

            生物多様性基本法（平成 20年 6月 6日公布） 

            廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

                    （昭和 45年 12月 25日公布） 

      （環境基準）大気・水質・騒音・土壌 

 

（２）県条例・要綱 

 福井県公害防止条例                （平成 9年 3月 20日施行） 

 福井県自然環境保全条例              （昭和 48年 6月 30日施行） 

水質汚濁防止法第三条第三項の規定に基づく排水基準 

 を定める条例                         （昭和 48年 1月 1日施行） 

 福井県光化学スモッグ緊急時対策実施要綱      （昭和 51年 7月 7日施行） 

 福井県大気汚染（硫黄酸化物）緊急時対策実施要綱  （昭和 53年 6月 9日施行） 

 福井県地盤沈下対策要綱              （昭和 50年 10月 27日施行） 

 福井県環境影響評価条例              （平成 11年 6月 12日施行） 

福井県環境基本条例                （平成 7年 3月 16 日施行） 

 

（３）市条例・要綱 

大野市環境基本条例               （平成 10年 3月 26日施行） 

大野市環境保全条例               （昭和 49年 4月 1日施行） 

大野市地下水保全条例              （昭和 52年 12月 1日施行） 

大野市地下水対策審議会設置条例         （昭和 48年 10月 1日施行） 

大野市地下水保全基金設置条例          （平成 12年 12月 25日施行） 

大野市環境美化推進条例             （平成 12年 7月 19日施行） 

大野市環境監視員設置要綱            （平成 13年 4月 1日告示） 

大野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例     （平成 18年 8月 10日施行） 
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公害苦情処理件数の推移 

 

年度 総数 
大気 

汚染 

水質 

汚濁 

土壌 

汚染 
騒音 振動 

地盤 

沈下 
悪臭 その他 

Ｓ59 

60 

61 

62 

63 

Ｈ元 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

30 

34 

20 

23 

24 

25 

16 

11 

16 

14 

11 

12 

11 

8 

20 

22 

17 

16 

15 

18 

8 

20 

  28 

 42 

 97 

 83 

42 

44 

38 

19 

13 

26 

29 

44 

48 

 3 

 3 

 

     6 

 

    1 

 

 

 

    2 

 

 

 

 

13 

   1 

15 

10 

   9 

11 

   4 

 

   4 

 19 

 30 

38 

23 

20 

17 

12 

7 

12 

16 

18 

21 

  8 

   5 

   4 

   3 

   4 

   2 

   3 

   1 

   2 

   6 

   2 

   3 

   1 

   1 

   1 

   3 

 

   2 

   1 

   4 

   1 
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9 

12 

20 

14 

11 
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 8 
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4 
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   1 

   1 

   1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1 

    

   2 

   

  2 
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  1 

   

 

 

 

1 

 

   9 

   2 

   7 

   6 

   2 

   5 

   5 

   3 

2 

   3 

   3 

   2 

   1 

   1 
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   2 

   4 

   3 

   7 

  3 

  2 

  2 

  1 
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   1 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   1 

  1 
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   1 
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   2 

   2 

   1 

   2 

 

   3 

   7 

   3 

   2 

  4 

  4 

  2 

  3 

  1 

   2 

1 

 

2 
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   6 

16 

   2 

   6 

15 

   6 

   5 

   6 

11 

   2 

   4 

   3 

   4 

   1 

   3 

   3 

 

   2 

   1 

   1 

   2 

   5 

   1 

   5 

  36 

 20 

  2 

 10 

  8 

  2 

   4 

10 

10 

16 

14 
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年度 総数 
大気 

汚染 

水質 

汚濁 

土壌 

汚染 
騒音 振動 

地盤 

沈下 
悪臭 その他 

Ｒ元 

2 

3 

4 

5 

6 

14 

36 

25 

12 

14 

9 

5 

23 

20 

6 

2 

1 

5 

2 

1 

2 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

5 

1 

3 

9 
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3 

4 

5 

 

公害防止協定締結状況 

                    

№ 事業所名 業種 所在地 締結年月日 

1 

2 

3 

 

4 

5 

 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

浜田モータース 

富田酪農生産組合 

中竜鉱業㈱ 

(日本亜鉛鉱業㈱中竜鉱業所) 

永野家具工業㈱ 

㈱ジェフティ 

(㈱アサヒニット) 

㈱トリネックス 

ニチコン㈱富田工場 

ニチコン福井㈱ 

㈱エツミ工学 

六呂師堆肥センター 

ファーストウッド㈱大野工場 

㈱福井グリーンパワー 

タニコー㈱大野流通センター 

㈱ミズホ 

㈱モンベル 

解  体  業 

酪  農  業 

鉱    業 

 

家 具 製 造 業 

ニ ッ ト 製 造 業 

 

印  刷  業 

コンデンサ製造業 

コンデンサ製造業 

レンズコーティング 

堆 肥 製 造 業 

木 材 加 工 業 

木質バイオマス発電所 

業務用厨房機器製造業 

自動車等精密部品製造業 

物 流 セ ン タ ー 

中   挟 

下 麻 生 嶋 

上  大  納 

 

中     据 

中野 1 丁目 

 

中野 1 丁目 

土  布  子 

土  布  子 

中     据 

南 六 呂 師 

七 板 

七 板 

上 荒 井 

中野 1 丁目 

七   板 

昭和 49 年 4 月 1 日 

昭和 53 年 2 月 1 日 

昭和 60 年 7 月 4 日 

 

平成 8 年 9 月 9 日 

平成 9 年 7 月 7 日 

 

平成 9 年 7 月 16 日 

平成 11 年 2 月 10 日 

平成 12 年 5 月 23 日 

平成 13 年 2 月 15 日 

平成 15 年 9 月 8 日 

平成 22 年 8 月 31 日 

平成 26 年 6 月 20 日 

平成 29 年 4 月 12 日 

令和元年 7 月 24 日 

令和 4 年 3 月 1 日 
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１ 大気汚染 

 

大気汚染について 

 大気汚染とは、産業活動や交通などの人の活動に伴って有害物質が大気中に排出され、人の健

康や生活環境、植物の生育、自然環境に悪影響を及ぼす状態をいいます。 

 主な原因物質としては、工場や事業場等の煙突から排出されるいおう酸化物、ばいじん、自動

車等から排出される窒素酸化物等があります。また、窒素酸化物と炭化水素が共存し、太陽光の

作用を受けて光化学反応を起こすことにより、二次的に生成される光化学オキシダントも重要な

汚染物質です。 

  

大気汚染に係る環境基準 

 「大気の汚染に係る環境基準」とは、環境基本法（平成５年法律第 91 号）第 16 条第１項の規

定に基づき、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を

いいます。 

 

大気汚染に係る環境基準                     

物質 環境上の条件 

二酸化いおう 
１時間値の１日平均値が 0.04ppm以下であり、かつ、１時間値が 0.1ppm

以下であること。 

一酸化炭素 
１時間値の１日平均値が 10ppm 以下であり、かつ、１時間値の８時間

平均値が 20ppm以下であること。 

浮遊粒子状物質 
１時間値の１日平均値が 0.10mg/㎥以下であり、かつ、１時間値が

0.20mg/㎥以下であること。 

二酸化窒素 
１時間値の一日平均値が 0.04ppmから 0.006ppmまでのゾーン内又はそ

れ以下であること。 

光化学オキシダント １時間値が 0.06ppm以下であること。 

備 

考 

1. 浮遊粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、その粒径が 10μm以下

のものをいう。 

2. 二酸化窒素について、1時間値の 1 日平均値が 0.04ppmから 0.06ppm までのゾーン内

にある地域にあっては、原則としてこのゾーン内において現状程度の水準を維持し、

又はこれを大きく上回ることとならないよう努めるものとする。 

3. 光化学オキシダントとは、オゾン、パーオキシアセチルナイトレートその他の光化学

反応により生成される酸化性物質(中性ヨウ化カリウム溶液からヨウ素を遊離するも

のに限り、二酸化窒素を除く。)をいう。 
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有害大気汚染物質（ベンゼン等）に係る環境基準        

物質 環境上の条件 

ベンゼン １年平均値が 0.003mg/m3以下であること。 

トリクロロ

エチレン 

１年平均値が 0.13mg/m3以下であること。 

テトラクロ

ロエチレ 

１年平均値が 0.2mg/m3以下であること。 

ジクロロメ

タン 

１年平均値が 0.15mg/m3以下であること。 

 

ダイオキシン類に係る環境基準                  

物質 環境上の条件 

ダイオキシ

ン類 

1 年平均値が 0.6pg-TEQ/m3以下であること。 

 

微小粒子状物質に係る環境基準                  

物質 環境上の条件 

微小粒子状

物質 

１年平均値が 15μg/m 以下であり、かつ、１日平均値が 35μg/m 以下であ

ること。 

※各物質に係る環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域

又は場所については、適用しません。 

 

大気汚染物質の説明 

物質 発生機構 性状 有害作用 

二酸化いお

う 

いおう分を含有する

燃料・原料の過熱・燃焼

によって生じます。施設

としてはボイラー・加熱

炉などがあります。 

無色の刺激性腐食性ガ

スで比重は空気の 2.3 倍

です。 

目・鼻・のどをひどく刺激

し呼吸困難、さらに進むと肺

気腫・肺浮腫・肺炎などを起

こさせるます。また、植物を

枯らし、金属を腐食させます。 

一酸化炭素 

炭化水素系の燃料な

どが不完全燃焼したと

きに発生します。都市で

は多くが自動車排出ガ

スにより発生します。 

空気よりわずかに軽い

無色・無臭・無刺激性の気

体です。 

血液中のヘモグロビンと

結合し、体内の酸素供給を

妨げ、中枢神経を麻痺させ

ます。 

微小粒子状

物質 

物の燃焼などによっ

て直接排出されるほか

大気中での化学反応に

より粒子化したものが

あります。 

粒経が2.5μm以下の粒

子状物質をいいます。 

呼吸器の疾患のほか、循

環器系への影響も考えられ

ます。 
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物質 発生機構 性状 有害作用 

光化学オキ

シダント 

大気中の窒素酸化物

や炭化水素が強い紫外

線を受けて、光化学反

応をおこし、発生しま

す。 

光化学スモッグの原因

物質はオゾンやペルオキ

シアシルナイトレート

（PAN）、アルデヒドなどが

あります。 

鼻やのどに刺激を与え、

目まい・吐き気・発汗やぜん

そくを起こさせるます。 

二酸化窒素 

物を高温で焼却する

と空気中の窒素（N2）が

その熱により酸化され

て発生します。工場や

自動車など広範囲的に

発生します。 

赤褐色で特異な刺激臭

をもっています。 

目と呼吸器に刺激を与

え、せき・咽頭痛を起こさせ

るます。光化学スモッグの

原因物質です。 

一酸化窒素 

物を高温で焼却する

と空気中の窒素（N2）が

その熱により酸化され

て発生します。工場や

自動車など広範囲的に

発生します。 

空気よりやや重い無色・

無臭の気体です。 

大気中に放出された一

酸化窒素は、二酸化窒素に

酸化されます。 

光化学スモッグの原因物

質です。 

全炭化水素 

有機溶剤を使用する

工場や石油貯蔵設備か

ら排出されます。自動

車排出ガスにも含まれ

ています。 

炭素(C)と水素(H)から

なる各種の炭化水素全体

をいいます。光化学反応が

強い非メタン炭化水素

(NMHC)と光化学反応性を

無視できるメタン(CH4)の

濃度で表されます。 

非メタン炭化水素につい

ては、光化学スモッグの原

因物質です。 

メタン 

自然界では、湿地や

湖沼の有機物が腐敗・

発酵して発生します。 

常温、常圧で無色無臭の

気体で、可燃性ガスです。 

光化学スモッグの原因物

質ではありませんが、地球

温暖化の要因である温室効

果ガスの一つです。 

非メタン炭

化水素 

有機溶剤を使用する

工場や石油貯蔵設備か

ら排出されます。自動

車排出ガスにも含まれ

ています。 

大気中に存在するメタ

ン以外（脂肪族飽和炭化水

素、不飽和炭化水素、芳香

族炭化水素）の炭化水素の

総称をいいます。 

光化学スモッグの原因物

質です。 
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大気汚染に係る規制基準 

 大気汚染防止法に定める規制対象物質は、次のとおりです。 

 

 大気汚染防止法に基づく規制対象物質 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）ばい煙 

  ばい煙とは、大気汚染防止法第２条に定める、物の燃焼等に伴って発生するいおう酸化物、

ばいじん及び有害物質であり、これらには排出基準が定められ、規制されています。 

 

【ばい煙排出基準】（大気汚染防止法施行規則第３条～第５条） 

①いおう酸化物（施行規則第３条） 

排出基準は次の式で表されます。 

    ｑ＝K×10－3 He2 

・ｑ：いおう酸化物の許容排出量（m3 N／h） 

・K：地域ごとに定められる定数（同規則別表１）（大野市の場合：17.5） 

・He：排出口の高さ（ｍ） 

   ②ばいじん（施行規則第４条・別表２） 

   ③有害物質（施行規則第５条・別表３・別表３の２） 

    対象となる有害物質は以下のとおりです。 

    ・カドミウム及びその化合物 

    ・塩素及び塩化水素 

    ・フッ素、フッ化水素及びフッ化珪素 

    ・鉛及びその化合物 

    ・窒素酸化物 

 

（２）揮発性有機化合物（ＶＯＣ） 

  揮発性有機化合物（Volatile Organic Compounds）は、浮遊粒子状物質及び光化学オキシダ

ントの原因の一つであり、大気汚染防止法では、一定規模以上の施設を「揮発性有機化合物排

出施設」として定め、施設の種類・規模要件ごとに排出基準を定めています。 

 （大気汚染防止法施行規則第 15条の２、別表５の２） 

 

 

 

（１）ばい煙（同法第２章） 

（２）揮発性有機化合物（ＶＯＣ）（同法第２章の２） 

（３）粉じん（同法第２章の３） 

（４）水銀等（同法第２章の４） 

（５）有害大気汚染物質（同法第２章の５） 

（６）自動車排出ガス（同法第３章） 

（７）特定物質（同法第 17 条） 
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（３）粉じん 

  粉じんとは、物の破砕、選別その他の機械的処理に伴って発生する粒子状の物質をいい、粉

じん発生施設ごとに、構造並びに使用及び管理に関する基準を定め、規制されています。（大気

汚染防止法施行規則第 16条、別表６） 

 

（４）水銀等 

水銀等とは、水銀及びその化合物をいい、大気汚染防止法では、水銀に関する水俣条約の的

確な実施を確保するため、一定規模以上の施設を「水銀排出施設」として定め、排出基準や測

定義務を設けています。（大気汚染防止法施行規則第 18条の 26～） 

 

（５）有害大気汚染物質 

有害大気汚染物質とは、低濃度であっても長期的な摂取により健康影響が生ずるおそれのあ

る物質で 248 種類が指定されています。このうち、特に優先的に対策に取り組むべき物質（優

先取組物質）として 23 種類が選定され、国、地方公共団体、事業者、国民それぞれの責務が定

められています。（大気汚染防止法第 18 条の 41～第 18 条の 45） 

 

（６）自動車排出ガス 

自動車排出ガスとは、大気汚染防止法施行令第４条に定める一酸化炭素、炭化水素、鉛化合

物、窒素酸化物及び粒子状物質であり、物質ごとに許容限度が定められています。 

 

（７）特定物質 

  特定物質とは、物の合成、分解その他の化学的処理に伴い発生する物質のうち、人の健康若

しくは生活環境にかかる被害を生ずるおそれがあるものをいいます。 

  特定物質を発生する施設から事故が発生し、特定物質が大気中に多量に排出されたときは、

直ちに応急措置を講じ、かつ、速やかに復旧しなければなりません。 

（大気汚染防止法第 17条） 

 

大気汚染防止法に基づく特定物質（大気汚染防止法施行令第 10条）  

アンモニア ベンゼン フッ化水素 

ピリジン シアン化水素 フェノール 

一酸化炭素 硫酸（三酸化いおうを含む。） ホルムアルデヒド 

フッ化珪素 メタノール ホスゲン 

硫化水素 二酸化セレン 燐化水素 

クロルスルホン酸 塩化水素 黄燐 

二酸化窒素 三塩化燐 アクロレイン 

臭素 二酸化いおう ニッケルカルボニル 

塩素 五塩化燐 二硫化炭素 

メルカプタン   
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大気汚染測定結果 

物質名 年 平均値 最高値 最低値 物質名 年 平均値 最高値 最低値 

二酸化いおう 

（ppm） 

 

【基準値】 

日平均値 

0.04ppm 

時間最高値 

0.1ppm 

27 0.000 0.003  

全炭化水素 

（ppmC） 

27 1.98 2.24 1.78 

28 0.000 0.008  28 1.97 2.21 1.81 

29 0.000 0.005  29 2.00 2.31 1.79 

30 0.000 0.009  30 2.01 2.31 1.80 

R 元 0.000 0.011  R 元 2.03 2.46 1.85 

2 0.000 0.007  2 2.02 2.38 1.84 

3 0.000 0.008  3 2.04 2.28 1.87 

4 0.000 0.009  4 2.05 2.30 1.88 

5 0.000 0.002  5 1.99 2.36 0.00 

6 0.000 0.002  6 2.16 2.44 1.96 

浮遊粒子状物質 

（㎎/㎥） 

【基準値】 

日平均値 

0.10 ㎎/㎥ 

時間最高値 

0.20 ㎎/㎥ 

27 0.013 0.091  

非メタン 

炭化水素 

（ppmC） 

27 0.06 0.26 0.00 

28 0.012 0.075  28 0.05 0.23 0.00 

29 0.011 0.070  29 0.07 0.26 0.00 

30 0.009 0.063  30 0.07 0.30 0.00 

R 元 0.009 0.169  R 元 0.07 0.30 0.01 

2 0.008 0.117  2 0.06 0.30 0.00 

3 0.008 0.088  3 0.06  0.23   0.01 

4 0.009 0.097  4 0.06  0.22   0.00 

5 0.011 0.081  5 0.05  0.21    0.00 

6 0.011 0.072  6 0.08  0.25  0.02  

一酸化窒素 

（ppm） 

27 0.001 0.031  

メタン 

（ppmC） 

27 1.92 2.15 1.77 

28 0.000 0.031  28 1.91 2.09 1.80 

29 0.001 0.048  29 1.93 2.21 1.79 

30 0.001 0.022  30 1.94 2.18 1.78 

R 元 0.001 0.028  R 元 1.96 2.37 1.80 

2 0.001 0.083  2 1.96 2.25 1.82 

3 0.001 0.060  3 1.98 2.10 1.85 

4 0.001 0.022  4 1.99 2.14 1.85 

5 0.002 0.032  5 1.94 2.23 0.00 

6 0.003 0.036  6 2.08 2.36 1.91 

二酸化窒素 

（ppm） 

 

【基準値】 

日平均値 

0.06 ppm 

27 0.004 0.036  光化学 

オキシダント 

（ppm） 

【基準値】 

時間最高値 

0.06 ppm 

【注意報発令】 

時間最高値 

0.12 ppm 

【警報発令】 

時間最高値 

0.24 ppm 

【重大警報発令】 

時間最高値 

0.4 ppm 

27 0.035 0.098  

28 0.003 0.038  28 0.034 0.109  

29 0.005 0.048  29 0.034 0.108  

30 0.003 0.025  30 0.034 0.087  

R 元 0.003 0.024  R 元 0.034 0.121  

2 0.004 0.046  2 0.032 0.096  

3 0.004 0.034  3  0.034  0.093  

4 0.003 0.033  4  0.032  0.093  

5 0.003 0.029  5 0.033 0.093  

6 0.003 0.030  6 0.033 0.081  

        

        

        

（資料：福井県 大気汚染情報） 

【測定期日】常時監視 

【基準値の出典】 

・昭和 48年 5月 8 日環境庁告示「大気の汚染に係る環境基準について」 

・昭和 48年 5月 16 日環境庁告示「大気の汚染に係る環境基準について」 

・昭和 48年 6月 7 日環境庁通知「光化学スモッグ注意報等の発令基準について」 

・昭和 53年 7月 11 日環境庁告示「二酸化窒素に係る環境基準について」 
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大気汚染の現況 

 大野市における大気汚染の状況は、県が設置した一般環境大気測定局（水落町）により常時監

視されており、年間の測定結果は概ね良好な値で推移しています。 

 大気汚染防止対策については、大気汚染防止法に基づき、工場、事業場の事業活動に伴って発

生する「ばい煙」や「粉じん」について規制措置が講じられています。近年、中部縦貫自動車道関

連の臨時的な事業所において、規制対象となる設備の設置が確認されています。 

 ばい煙のうち、いおう酸化物については、排出口の高さに応じて個々の施設ごとに排出基準に

が定められています。県では、いおう酸化物や窒素酸化物の排出量が多い工場などと公害防止協

定を締結し、排出抑制を図っています。 

 光化学オキシダントについては、特に紫外線の強い春から夏にかけて環境基準を超えることが

あります。光化学オキシダントが高濃度になると健康被害を及ぼすおそれがあるため、県と市町、

学校などとの間で高濃度観測時の連絡体制を構築していますが、注意報発令には至っていません。 

 窒素酸化物については、本市の場合、環境基準のゾーン内 0.04ppm を上回ることがないよう努

めることとされており、その排出源であるボイラー等固定発生源については、小規模施設を含め、

その種類、規模ごとに排出基準が定められています。 

 また、移動発生源である自動車等についても、排出ガス規制が段階的に強化されています。 

 以上のように、ばい煙及び粉じん発生施設については個々の施設に排出基準が定められており、

本市の良好な大気の現状を維持していくためには、県と市が一体となり、これらの施設に対する

行政指導の充実、大気汚染実態調査の継続を行っていく必要があると考えられます。 

 大気汚染に関する令和６年度の苦情申立は１件（令和５年度は２件）で、違法な野外焼却（野

焼き）によるものでした。今後も市民に対する啓発を繰り返し、野外焼却が違法な行為であるこ

とを周知します。 
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２ 水質汚濁 

 

水質汚濁について 

 水質汚濁とは、公共用水域及び地下に種々の汚濁物質、有害物質が流入・浸透し、その結果、

水質が悪化することをいいます。汚濁の原因には、自然界に由来するもののほか、工場等からの

排水や、生活排水が河川や地下等に流入し、水域が本来持つ自然浄化作用を超えることにより生

ずるものがあります。 

 このうち、工場排水については、企業の公害防止意識をさらに高めるため、引き続き啓発が必

要です。また、家庭からの生活排水による汚濁負荷が増大し、水質汚濁につながることもあるこ

とから、この抜本的な対策として、公共下水道の整備や合併浄化槽の設置拡大が望まれます。 

生活雑排水による汚染は、家庭での工夫や注意によって相当程度防ぐことができるため、一人

一人の心がけが重要です。
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水質汚濁に係る環境基準 

 公共用水域の水質の保全を図るため、昭和 46 年 12 月 28 日環境庁告示第 59 号により示された

水質汚濁に係る環境基準では、「人の健康の保護に関する環境基準」並びに「生活環境の保全に関

する環境基準」として河川等の公共用水域についてそれぞれの基準が定められています。 

（１）人の健康の保護に関する環境基準 

「人の健康の保護に関する環境基準」は、全ての公共用水域に適用されます。 

人の健康の保護に関する環境基準           

有 害 物 質 の 種 類 基 準 値 

カ ド ミ ウ ム 0.003mg/l以下 

全 シ ア ン 検出されないこと 

鉛 0.01mg/l以下 

六 価 ク ロ ム 0.02mg/l以下 

砒 素 0.01mg/l以下 

総 水 銀 0.0005mg/l以下 

ア ル キ ル 水 銀 検出されないこと 

P C B 検出されないこと 

ジ ク ロ ロ メ タ ン 0.02mg/l以下 

四 塩 化 炭 素 0.002mg/l以下 

１ ， ２ － ジ ク ロ ロ エ タ ン 0.004mg/l以下 

１ ， １ － ジ ク ロ ロ エ チ レ ン 0.1mg/l以下 

シス－１，２－ジクロロエチレン 0.04mg/l以下 

１ ， １ ， １ － ト リ ク ロ ロ エ タ ン 1mg/l以下 

１ ， １ ， ２ － ト リ ク ロ ロ エ タ ン 0.006mg/l以下 

ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン 0.01mg/l以下 

テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン 0.01mg/l以下 

１ ， ３ － ジ ク ロ ロ プ ロ ペ ン 0.002mg/l以下 

チ ウ ラ ム 0.006mg/l以下 

シ マ ジ ン 0.003mg/l以下 

チ オ ベ ン カ ル ブ 0.02mg/l以下 

ベ ン ゼ ン 0.01mg/l以下 

セ レ ン 0.01mg/l以下 

硝 酸 性 窒 素 及 び 亜 硝 酸 性 窒 素 10mg/l以下 

ふ っ 素 0.8mg/l以下 

ほ う 素 1mg/l以下 

１ ， ４ － ジ オ キ サ ン 0.05mg/l以下 

<備考> 

１．基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。 

２．「検出されないこと」とは、環境大臣が定める方法により、測定結果が当該方法の定量限

界を下回ることをいう。 
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人の健康の保護に関連する物質であっても、公共用水域における検出状況等から、現時点では

直ちに「人の健康の保護に関する環境基準」の対象項目とせず、引き続き知見の集積に努めるべ

きと判断されるものは、「要監視項目」として位置づけられています。 

 なお、これらの要監視項目に設定される指針値は、長期間の摂取による健康影響を考慮して算

定された値であり、一時的にこの値を超える場合があっても、直ちに健康上の問題に結びつくも

のではないとされています。 

 

要監視項目及び指針値                

項 目 基 準 値 

ク ロ ロ ホ ル ム 0.06mg/l以下 

トランス－１，２－ジクロロエチレン 0.04mg/l以下 

１ ， ２ － ジ ク ロ ロ プ ロ パ ン 0.06mg/l以下 

ｐ － ジ ク ロ ロ ベ ン ゼ ン 0.2mg/l以下 

イ ソ キ サ チ オ ン 0.008mg/l以下 

ダ イ ア ジ ノ ン 0.005mg/l以下 

フ ェ ニ ト ロ チ オ ン 0.003mg/l以下 

イ ソ プ ロ チ オ ラ ン 0.04mg/l以下 

オ キ シ ン 銅 0.04mg/l以下 

ク ロ ロ タ ロ ニ ル 0.05mg/l以下 

プ ロ ピ ザ ミ ド 0.008mg/l以下 

E P N 0.006mg/l以下 

ジ ク ロ ル ボ ス 0.008mg/l以下 

フ ェ ノ ブ カ ル ブ 0.03mg/l以下 

イ プ ロ ベ ン ホ ス 0.008mg/l以下 

ク ロ ル ニ ト ロ フ ェ ン ―   注１ 

ト ル エ ン 0.6mg/l以下 

キ シ レ ン 0.4mg/l以下 

フ タ ル 酸 ジ エ チ ル ヘ キ シ ル 0.06mg/l以下 

ニ ッ ケ ル ―   注２ 

モ リ ブ デ ン 0.07mg/l以下 

ア ン チ モ ン 0.02mg/l以下 

塩 化 ビ ニ ル モ ノ マ ー 0.002mg/l以下 

エ ピ ク ロ ロ ヒ ド リ ン 0.0004mg/l以下 

全 マ ン ガ ン 0.2mg/l以下 

ウ ラ ン 0.002mg/l以下 

ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及

びペルフルオロオクタン酸（ P F O A） 
0.00005mg/l 以下（暫定）注３ 

注１ 胆のうがんとの因果関係が明らかになるまで指針値は設定しない。 

注２ 毒性についての定量的評価が定まっていないため、指針値が削除された。 

注３ PFOS及び PFOAの合計値 
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（２）生活環境の保全に関する環境基準 

 「生活環境の保全に関する環境基準」は、河川・湖沼・海域の公共用水域について水質類型を

設定する方式を採用し、その類型指定は都道府県知事が行います。本市では、昭和 47 年３月 31

日福井県告示第 299号により九頭竜川、昭和 53年３月 31日福井県告示第 316号により真名川（平

成 14 年に類型改定）、平成 14 年３月 29 日福井県告示第 310 号により清滝川及び赤根川が指定さ

れています。 

  

生活環境の保全に関する環境基準（河川）               

類型 
利用目的の 

適 応 性 

水素イオン

濃 度 

( ｐ Ｈ ) 

生物化学的 

酸素要求量

(ＢＯＤ) 

浮 遊 

物 質 量 

( Ｓ Ｓ ) 

溶 存 

酸 素 量 

( Ｄ Ｏ )  
大腸菌数 

該当 

水域 

AA 
水道１級 

自然環境保全 
等 

6.5以上 

8.5以下 

1mg/l 

以下 

25 mg/l 

以下 

7.5mg/l 

以上 

20CFU/ 

100ml以下 

九頭竜川 

（九頭竜ダム 

より上流） 

A 

水道２級 

水産１級 

水浴 

等 
6.5以上 

8.5以下 

2mg/l 

以下 

25 mg/l 

以下 

7.5mg/l 

以上 

300CFU/ 

100ml以下 

九頭竜川 

（九頭竜ダム 

より下流） 

真名川 

清滝川 

赤根川 

B 
水道３級 

水産２級 
等 

6.5以上 

8.5以下 

3mg/l 

以下 

25 mg/l 

以下 

5mg/l 

以上 

1,000CFU/ 

100ml以下 
 

C 
水産３級 

工業用水１級 
等 

6.5以上 

8.5以下 

5mg/l 

以下 

50 mg/l 

以下 

5mg/l 

以上 
  

D 
工業用水２級 

農業用水 
等 

6.0以上 

8.5以下 

8mg/l 

以下 

100mg/l 

以下 

2mg/l 

以上 
  

E 
工業用水３級 

環境保全 
等 

6.0以上 

8.5以下 

10mg/l 

以下 

ごみ等の浮

遊が認めら

れないこと 

2mg/l 

以上 
  

備

考 

１．基準値は、日間平均値とする。大腸菌数に係る基準値については、90%水質値（年間の日

間平均値の全データをその値の小さいものから順に並べた際の 0.9×ｎ番目（ｎは日間平均

値のデータ数）のデータ値（0.9×ｎが整数でない場合は端数を切り上げた整数番目の値を

とる。））とする。 

２．農業用水利点については、ｐＨ6.0～7.5、ＤＯ5mg／l以上とする。 

３．水道１級を利用目的としている地点（自然環境保全を利用目的としている地点を除く。）

については、大腸菌数 100ＣＦＵ／100ml以下とする。 

４．水産１級、水産２級及び水産３級については、当分の間、大腸菌数の項目の基準値は適用

しない。 

（注）自然環境保全  自然探勝等の環境保全 

水道 1級    ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの 

水道 2級    沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの 
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水道 3級    前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの 

水産 1級    ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産 2級及び水産 3級の水産生物用 

水産 2級    サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産 3級の水産生物用 

水産 3級    コイ、フナ等、β―中腐水性水域の水産生物用 

工業用水 1級  沈殿等による通常の浄水操作を行うもの 

工業用水 2級  薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの 

工業用水 3級  特殊の浄水作業を行うもの 

環境保全    国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度 

 

 

 

水質汚濁に係る環境基準に係る各項目の説明 

項目 発生源 有害作用 

カドミウム 

• メッキ工場(カドミウムメッキ) 

• 化学工場(顔料､触媒､塩化ビニー

ル安定剤) 

• 亜鉛精錬所 

腎、尿細胞の再吸収作用が阻害さ

れ、カルシウムが失われ体内カルシ

ウムの不均衡が起こり、ついで骨軟

化症を起こします。（イタイイタイ病

の原因） 

シアン 

• 電気メッキ工場 

• 製鉄所､ガス工場､コークス工場､

化学工場､(アクリルニトリル製

造工場)など 

目、咽頭上部気道を刺激し吸入が

続けば頭痛、目まい耳なり、嘔吐な

どが起こり、さらに呼吸困難となり

ます。高濃度のときは脳の呼吸中枢

をまひさせ、呼吸停止を起こします。 

鉛 

• 化学工場(顔料、塗料) 

• ガラス工場 

• 鉛蓄電池製造業 

• 活字製造業･鉛管製造業 

大量の鉛が体内に入ると急性中毒

を起こし腹痛、下痢、尿閉が現れ激

烈な胃腸炎とその結果、起こるショ

ックのため死亡することがありま

す。少量の鉛が長期にわたって体内

に入ると食欲不振、便秘、頭痛、四

肢のまひ、けいれん、昏睡などを起

こします。 

六価クロム 

• クロムメッキ工場 

• 化学工場(顔料､触媒等) 

• 合金製造工業 

• 皮革工場(クロムなめし) 

大量のクロムを摂取すると、嘔吐、

腹痛、尿閉、けいれん等が起こり死

亡します。その他、皮膚炎、浮腫潰

瘍等を起こします。 

砒素 

• 化学工場(無機製品､触媒､農薬等

の製造工場) 

• 硫酸製造工場 

• 肥料工場(アンモニア製造工場) 

大量に砒素を摂取すると 1 時間以

内に悪心、嘔吐、下痢、脱水症状を

きたし、さらに量が多いと激しい胃

腸炎症状、血便、けいれん昏睡によ

り死亡します。少量ずつ長期にわた

って摂取すると手や足の知覚障害、

皮膚は青銅色となり手のひらや足の

裏は角化します。悪心、嘔吐、腹痛、

よだれ、さらに肝臓肥大、腎炎を起

こし循環障害で死亡します。 

総水銀 

• 化学工場(活性アルミナ昇こう､

硫化水銀､リン酸水銀等製造業) 

• 水銀計器､乾電池､水銀灯製造業 

• 水銀製造業 

大量に摂取すると歯ぐきが腐り、

血便が出ます。（加機水銀中毒） 
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項目 発生源 有害作用 

アルキル水銀 

• 水銀電解法苛性ソーダ製造業､ア

セチレン法塩化ビニールモノマ

ー製造業 

大量に摂取すると吐き気、嘔吐、

腹痛、下痢などの徴候をきたし、長

期にわたって摂取すると記憶力不

良、意思集中不能、頭痛、不眠、味臭

の異常、神経痛、よだれなど（水俣

病の原因）を起こします。 

ＰＣＢ 

（ポリ塩化ビ

フェニル） 

• 電気機器製造業 

• 化学工場 

• 印刷業 

皮膚に色素が黒く沈着し、全身の

皮膚にニキビ様の吹き出物ができ、

食欲不振、倦怠感、肝臓障害を起こ

します。 

ジクロロメタン 
• セルロース､樹脂､油脂やゴム製

造業 

高濃度で暴露すると嘔吐、四肢の

知覚異常等を起こします。 

四塩化炭素 
• フロン類の原料､溶剤､洗浄剤等 皮膚、呼吸器を通して取り込まれ、

麻酔作用、頭痛、嘔吐等の症状を起

こします。 

1,2‐ジクロロ

エタン 

• 塩化ビニルモノマー､ポリアミノ

樹脂の原料等 

頭痛、目まい、嘔吐、神経系統へ

の影響等があります。 

1,1－ジクロロ

エチレン 

• 塩化ビニリデン樹脂の原料  頭痛、視覚障害疲労、知覚神経障

害があります。 

シス－1,2－ジ

クロロエチレン 

• 染料抽出剤､合成中間体等 麻酔作用､肝障害等の影響があり

ます｡ 

1,1,1－トリク

ロロエタン 

• 金属の洗浄剤 

• ドライクリーニング業 

麻酔性､粘膜刺激性があります｡ 

1,1,2－トリク

ロロエタン 

• 塩化ビニリデン原料､粘着剤､ラ

ッカー､テフロンチューブ製造業 

中枢神経障害､肝障害等の影響が

あります｡ 

トリクロロエチ

レン 

• 金属の洗浄剤 

• 接着剤の塗料の溶剤 

目､鼻､のどを刺激します｡蒸気を

吸引すると､頭痛､目まい､吐き気及

び貧血､肝臓障害を起こします｡発ガ

ン性の疑いがあります｡ 

テトラクロロエ

チレン 

• ドライクリーニング業 

• 金属の洗浄剤 

• 繊維の精錬加工業 

高濃度の場合､目､鼻､のどを刺激

します｡蒸気を吸引すると､麻酔作用

があり､頭痛､目まい､意識喪失を起

こします｡発ガン性の疑いがありま

す｡ 

1,3－ジクロロ

プロペン 

• 農薬(土壌くん蒸剤､殺線虫剤) 皮膚や眼球が刺激されます｡ 

チウラム • ゴルフ場(いおう殺菌剤) 咽頭痛､咳､痰皮膚発疹､腎障害な

どの影響があります｡ 

シマジン 

(ＣＡＴ) 

• ゴルフ場(芝以外の除草剤) コイ､ミジンコを試験動物として､

Ｌ50 値を測定した魚毒性Ａ類に分類

されます｡ 

チオベンカルブ 
• 農薬(チオールカーバメート系除

草剤) 

魚毒性Ｂ類に分類されます｡ 

ベンゼン • 染料､溶剤､合成ゴム等 頭痛､目まい､意識喪失等の症状が

あります｡ 
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項目 発生源 有害作用 

セレン 
• ガラス､窯業､半導体材料､光電

池､コピー感光体等 

蒸気の状態で強毒性隔膜壊死､熱

症等があります｡ 

硝酸性窒素及び

亜硝酸性窒素 

• 電気メッキ、希土類精鉱 

• 化学肥料 

高濃度の場合、特に乳幼児がメト

ヘモグロビン血症を発症します。 

ふっ素 
• 金属研磨・ステンレス洗浄 

• 鉄鋼業 

高濃度の場合、斑状歯やふっ素沈

着症が生じます。 

ほう素 
• 電気メッキ 

• ガラス・医薬品 

高濃度の場合、嘔吐や腹痛、下痢

及び吐き気が生じます｡ 

1,4‐ジオキサ

ン 

• 溶剤・安定剤・洗浄溶剤等 肝臓・腎臓への影響、白血球の減

少や赤血球の増加、発ガン性があ

ります。 

 

水質指標の説明 

項目 説明 

ｐＨ 

(水素イオン濃度) 

水が酸性であるか、アルカリ性であるかを示す尺度です。pＨ７

が中性、それ以下で酸性、それ以上でアルカリ性です。水道水と

しては pＨ6.5～8.5までの範囲が望ましいとされています。 

ＢＯＤ 

(生物化学的酸素要求量) 

水中の有機物を好気性微生物が分解するときに消費する酸素の

量です。値が大きいほど河川が汚れているといえます。３㎎/ℓ以

下が望ましいとされています。 

ＣＯＤ 

(化学的酸素要求量) 

酸化剤により水中の有機物及び無機性被酸化物を酸化分解する

のに要する酸素の量です。５㎎/ℓ以下が望ましいとされていま

す。（河川には適用されません）。 

ＳＳ 

(浮遊物質量) 

水に溶けない懸濁性物質の量をいいます。浮遊物質は魚類のえら

呼吸を妨げ、また光の透過量を減少させます。25㎎/ℓ以下が望ま

しいとされています。 

ＤＯ 

(溶存酸素量) 

水中に溶けている酸素の量です。魚類の生存には６㎎/ℓ以上、水

稲では５㎎/ℓ以上が必要で、臭気限界は２㎎/ℓといわれていま

す。 

大腸菌数 
水が人畜の糞便により汚染されているかどうかを示します。環境

基準では水浴にいて 300CFU/100mℓ以下と定められています。 
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水質汚濁に係る排水基準 

特定事業場から公共用水域に排出される水については、排水基準を定める総理府令により全国

一律に適用される排水基準が設定されています。この一般排水基準には、カドミウム、シアンな

どの有害物質を対象とした健康項目と、ｐＨ、ＢＯＤなどの生活環境項目があります。 

（１）健康項目に係る一般排水基準 

健康項目に係る排水基準については、排出量の多少を問わず全特定事業場に適用されます。 

健康項目に関する一律基準                    

有 害 物 質 の 種 類 許 容 限 度 

カドミウム及びその化合物 0.03㎎/l 

シアン化合物 1㎎/l 

有機燐化合物(パラチオン､メチルパラチオン､メチルジメ

トン及び EPNに限る｡) 
1㎎/l 

鉛及びその化合物 0.1㎎/l 

六価クロム化合物 0.2㎎/l 

砒素及びその化合物 0.1㎎/l  

水銀及びアルキル水銀その他水銀化合物 0.005㎎/l 

アルキル水銀化合物 検出されないこと 

ポリ塩化ビフェニル（PCB） 0.003㎎/l 

トリクロロエチレン 0.1㎎/l 

テトラクロロエチレン 0.1㎎/l 

ジクロロメタン 0.2㎎/l 

四塩化炭素 0.02㎎/l 

1,2－ジクロロエタン 0.04㎎/l 

1,1－ジクロロエチレン 1㎎/l 

シス－1,2－ジクロロエチレン 0.4㎎/l 

1,1,1－トリクロロエタン 3㎎/l 

1,1,2－トリクロロエタン 0.06㎎/l 

1,3－ジクロロプロペン 0.02㎎/l 

チウラム 0.06㎎/l 

シマジン 0.03㎎/l 

チオベンカルブ 0.2㎎/l 

ベンゼン 0.1㎎/l 

セレン及びその化合物 0.1㎎/l 

ほう素及びその化合物 10㎎/l(海域以外) 

ふっ素及びその化合物 8㎎/l(海域以外) 

アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝

酸化合物 

アンモニア性窒素に 0.4 を

乗じた値と、亜硝酸性窒素

及び硝酸性窒素の合計量

100㎎/l 

1,4-ジオキサン 0.5㎎/l 
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<備考> 

 １「検出されないこと。」とは、排水基準を定める省令第二条の規定に基づき環境大

臣が定める方法により排出水の汚染状態を検定した場合において、その結果が当

該検定方法の定量限界を下回ることをいう。 

 ２砒素及びその化合物についての排水基準は、水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の

処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令（昭和四十九年政令第三

百六十三号）の施行の際現にゆう出している温泉（温泉法（昭和二十三年法律第

百二十五号）第二条第一項に規定するものをいう。以下同じ。）を利用する旅館業

に属する事業場に係る排出水については、当分の間、適用しない。 

 

（２）生活環境項目に係る一般排水基準 

生活環境項目に係る排水基準については、排水量が 50 ㎥/日以上の特定事業場のみに適用され

ます。 

 

生活環境項目に関する一律基準                   

項 目 許 容 限 度 

水素イオン濃度(pH) 5.8以上 8.6 以下（海域以外） 

生物化学的酸素要求量(BOD) 160㎎/l(日間平均 120㎎/l) 

化学的酸素要求量(COD) 160㎎/l (日間平均 120㎎/l) 

浮遊物質量 200㎎/l (日間平均 150㎎/l) 

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量) 5㎎/l 

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂含有量) 30㎎/l  

フェノール類含有量 5㎎/l 

銅含有量 3㎎/l 

亜鉛含有量 2㎎/l 

溶解性鉄含有量 10㎎/l 

溶解性マンガン含有量 10㎎/l 

クロム含有量 2㎎/l 

大腸菌数 日間平均 800CFU/mL 

窒素含有量 120㎎/l（日間平均 60㎎/l） 

燐含有量 16㎎/l（日間平均 8㎎/ℓ） 

<備考> 

１ 「日間平均」による許容限度は、一日の排出水の平均的な汚染状態について定めたもので

ある。 

２ この表に掲げる排水基準は、一日当たりの平均的な排出水の量が 50㎥以上である工場又

は事業場に係る排出水について適用する。 

３ 水素イオン濃度及び溶解性鉄含有量についての排水基準は、いおう鉱業（いおうと共存す

る硫化鉄鉱を掘採する鉱業を含む。）に属する工場又は事業場に係る排出水については適

用しない。 
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４ 水素イオン濃度、銅含有量、亜鉛含有量、溶解性鉄含有量、溶解性マンガン含有量及びク

ロム含有量についての排水基準は、水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に

関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の際現にゆう出している温泉を利用する

旅館業に属する事業場に係る排出水については、当分の間、適用しない。 

５ 生物化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼以外の公共用水域に排出さ

れる排出水に限って適用し、化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼に排

出される排出水に限って適用する。 

６ 窒素含有量についての排水基準は、窒素が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたら

すおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖

をもたらすおそれがある海域（湖沼であって水の塩素イオン含有量が 9,000 ㎎/l を超える

ものを含む。以下同じ。）として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域

に排出される排出水に限って適用する。 

７ 燐（りん）含有量についての排水基準は、燐が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をも

たらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい

増殖をもたらすおそれがある海域として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公

共用水域に排出される排出水に限って適用する。 
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（３）都道府県条例による上乗せ基準 

一般排水基準では、水質汚濁防止が十分でないと認められる水域に排出される特定事業場の排

水について、水質汚濁防止法第３条第３項の規定に基づき、都道府県の条例でより厳しい排水基

準（上乗せ排水基準）が設定されます。本市においては、県の条例である「水質汚濁防止法第三

条第三項の規定に基づく排水基準を定める条例」（昭和 47 年６月 30 日条例第 32 号、以下「排水

基準条例」という。）により九頭竜川水域に上乗せ排水基準が設定されています。 

 

九頭竜川水域に係る上乗せ排水基準（排水基準条例） 

項
目 

業 種 

 

区  分 

水質汚濁

防止法に

基づく一

律基準 

上乗せ排水基準 

単位：㎎/ｌ ・ （  ）：日間平均 

九 頭 竜 川 水 域 

新 設 既 設 

排水量 3,000ｍ3（下水道終末処理施設を設置す

る特定事業場にあっては 50,000ｍ3） 

未 満 以 上 未 満 以 上 

Ｂ
Ｏ
Ｄ
・
Ｃ
Ｏ
Ｄ 

1 食料品製造業 

160 

(120) 

80 

(60) 

70 

(50) 

120 

(100) 

100 

(85)  

2 繊維工業・染色整理業 
60 

(50) 

50 

(40) 

100 

(80) 

85 

(70) 

3 

紙･パルプ･

紙加工品製

造業 

中芯用セミケミカ

ルパルプ製造業 

120 

(100) 

100 

(85) 

150 

(110) 

130 

(100) 

その他 
70 

(55) 

60 

(45) 

120 

(100) 

100 

(85) 

4 化学工業 

医薬品製造業 
80 

(60) 

70 

(50) 

150 

(120) 

130 

(100) 

その他 
50 

(40) 

45 

(35) 

80 

(60) 

70 

(50) 

5 旅館業 80(60) － 

6 し尿処理施設 －(30) －(30) 

7 下水道終末処理施設 －(20) 
－ 

(60) 

－ 

(40) 

8 その他 
60 

(50) 

50 

(40) 

120 

(90) 

100 

(75) 

Ｓ
Ｓ 

1 食品製造業・染色整理業 

200 

(150) 

120(100) 150(120) 

2 

紙･パルプ･

紙加工品製

造業 

中芯用セミケミカ

ルパルプ製造業 
120(100) 160(120) 

その他 120(100) 150(120) 

3 旅館業 120(100) － 

4 
非金属鉱業及び鉱物･土石粉砕等

処理業 
150(120) － 

5 し尿処理施設 －(70)  －(70)  

6 下水道終末処理施設 －(70)  －(120)  

7 その他 90(70)  120(100) 
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<備考> 

１ 「特定事業場」とは、昭和 53 年 3 月 31 日現在において水質汚濁防止法施行令別表第一に掲

げられている特定施設（以下「特定施設」という。）を設置する工場又は事業場をいう。 

２ 「新設」とは、昭和 53年 8月 1日以後において特定施設を設置（下水道終末処理施設にあっ

ては増設を含む。以下この項において同じ。）する工場又は事業場（同日において特定施設の

設置の工事をしているものを除く。）をいう。 

３ 「排水量」とは、一日あたりの平均的な排出水の量をいう。 

４ この表の数値は、排水基準を定める省令（昭和 46 年総理府令第 35 号）第 2 条に規定する方

法により検定した場合における検出値によるものである。 

５ 「日間平均」による許容限度は、一日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものであ

る。 

６ この表に掲げる上乗せ排水基準は、排水量が 50㎥以上である特定事業場に係る排出水につい

て適用する。 

７ この表の上欄に掲げる項目ごとに同表の中欄に掲げる特定事業場の種類に属する特定事業場

が同時に他の特定事業場の種類に属する場合において、同表によりその特定事業場の種類に

つき異なる許容限度の上乗せ排水基準が定められているときは、当該特定事業場に係る排出

水については、それらの上乗せ排水基準のうち、最小の許容限度のものを適用する。 
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水道により供給される水の水質基準 

水質基準に関する省令（厚生労働省令）では、水道法に基づき、水道により供給される水

の水質基準が定められています。 

当市では、地下水を水源として飲料水が利用されているため、この水質基準に適合するこ

とが求められます。 

水道水の水質基準                          

項目 基準値  項目 基準値 

一般細菌 

1ml の検水で形成さ

れる集落数が 100以

下であること 

 ジブロモクロロメタン 0.1㎎/l以下 

臭素酸 0.01㎎/l以下 

大腸菌 検出されないこと  総トリハロメタン 0.1㎎/l以下 

カドミウム及びその化

合物 

カドミウムの量に

関して 0.003 ㎎/l

以下 

トリクロロ酢酸 0.03㎎/l以下 

ブロモジクロロメタン 0.03㎎/l以下 

水銀及びその化合物 
水銀の量に関して

0.0005㎎/l以下 

ブロモホルム 0.09㎎/l以下 

ホルムアルデヒド 0.08㎎/l以下 

セレン及びその化合物 
セレンの量に関し

て 0.01㎎/l以下  
亜鉛及びその化合物 

亜鉛の量に関して

1.0㎎/l以下 

鉛及びその化合物 
鉛 の 量 に 関 し て

0.01㎎/l以下 

アルミニウム及びその

化合物 

アルミニウムの量

に関して 0.2 ㎎/l

以下 

ヒ素及びその化合物 
ヒ素の量に関して

0.01㎎/l以下 
鉄及びその化合物 

鉄の量に関して

0.3㎎/l以下 

六価クロム化合物 

六価クロムの量に

関して 0.02 ㎎/l 以

下 

銅及びその化合物 
銅の量に関して

1.0㎎/l以下 

亜硝酸性窒素 0.04mg/l以下 
ナトリウム及びその化

合物 

ナトリウムの量に

関して 200 ㎎/l 以

下 シアン化物イオン及び

塩化シアン 

シアンの量に関し

て 0.01㎎/l以下 

硝酸性窒素及び亜硝酸

性窒素 
10㎎/l以下 

 マンガン及びその化合

物 

マンガンの量に関

して 0.05㎎/l以下 

フッ素及びその化合物 
フッ素の量に関し

て 0.8㎎/l以下 

 
塩化物イオン 200㎎/l以下 

ホウ素及びその化合物 
ホウ素の量に関し

て 1.0㎎/l以下 

 カルシウム、マグネシ

ウム等（硬度） 
300㎎/l以下 

四塩化炭素 0.002㎎/l以下 蒸発残留物 500㎎/l以下 

1,4-ジオキサン 0.05㎎/l以下  陰イオン界面活性剤 0.2㎎/l以下 

シス‐1,2‐ジクロロエ

チレン及びトランス‐

1,2‐ジクロロエチレン 

0.04㎎/l以下 

ジェオスミン 0.00001㎎/l以下 

 2-メチルイソボルネオ

ール 
0.00001㎎/l以下 

ジクロロメタン 0.02㎎/l以下 非イオン界面活性剤 0.02㎎/l以下 

テトラクロロエチレン 0.01㎎/l以下 

 

 

 

フェノール類 

フェノールの量に

換算して 0.005 ㎎

/l以下 

トリクロロエチレン 0.01㎎/l以下 
有機物（全有機炭素の

量） 
3㎎/l以下 

ベンゼン 0.01㎎/l以下 ｐH値 5.8以上 8.6以下 

塩素酸 0.6㎎/l以下 味 異常でないこと 

クロロ酢酸 0.02㎎/l以下 臭気 異常でないこと 

クロロホルム 0.06㎎/l以下 色度 5度以下 

ジクロロ酢酸 0.03㎎/l以下  濁度 2度以下 
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水質汚濁の現況 

（１）河川の水質 

河川等の公共用水域において現状を把握し、環境基準との適合状況を判定し、今後の水質

保全対策に資するため、本市においては県の定めた環境基準点４地点、市の自主測定等によ

り河川の水質測定を定期的に実施しています。 

市では、河川の水質は、環境基準の類型指定がなされている九頭竜川、真名川、清滝川及

び赤根川のほか、新堀川などの水質検査を行っています。令和６年度において、大野市環境

基本計画で定める BOD 及び DOの目標値を達成したのは、１１河川のうち１１河川（令和５

年度は１０河川）でした。 

 また、水質汚濁に関する令和６年度の苦情申立はありませんでした（令和５年度も同様）。 

油漏れ事案があった場合は、事業所等からの流出については厳重に指導するほか、流出を

事前に防止するための啓発が必要です。 

【環境基準の水域類型の指定】 

 九頭竜川（九頭竜ダムより下流）、真名川、清滝川、赤根川 

  Ａ類型   基準値＝pH 6.5以上 8.5以下、BOD 2㎎/l以下、DO 7.5㎎/l以上 

            SS  25㎎/l以下、大腸菌数 300 CFU／100ml以下 

 九頭竜川（九頭竜ダムより上流） 

  ＡＡ類型  基準値＝pH 6.5以上 8.5以下、BOD 1㎎/l以下、DO 7.5㎎/l以上 

            SS  25㎎/l以下、大腸菌数 20CFU／100ml 以下 

[指  定] 

 九頭竜川 （昭和 47年 3月 31日福井県告示第 299号） 

 真 名 川 （昭和 53年 3月 31日福井県告示第 316号） 

 清 滝 川 （平成 14年 3月 29日福井県告示第 310号） 

 赤 根 川 （平成 14年 3月 29日福井県告示第 310号） 

[一部改正] 

◎ 

◎ 
◎ 

◎ 

● 

Ａ 

Ａ 

Ａ 

Ａ 

Ａ

赤 九 

頭 

竜 

川 

名 

川 

真 
清 

滝 根 

川 

大 納 
川 

AA 

九 

頭 

川 

真 

名 

川 

赤 

根 

川 

清 

滝 

川 

環境基準点 
（土布子橋） 

環境基準点 
（新在家橋） 

環境基準点 
（九頭竜ダム） 

◎ 

◎ 

◎ 
◎ 

環境基準点 
（東大月橋） 
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 真 名 川 （平成 14年 3月 29日福井県告示第 311号）  格上げ、指定範囲の変更 

 

福井県では、水質汚濁防止法に基づき、県下における公共用水域の水域の水質汚濁の状況

把握を目的として、公共用水域の水質検査を実施しています。 

本市においては、県が定めた環境基準点４地点（上図参照）で行われています。 

水質の測定結果については、以下のとおりです。 

 

九頭竜川水域の県が定めた環境基準点の測定結果（令和 6年度） 

（備考）ｍ：環境基準値を超える検体数  ｎ：総検体数 

① 平均値の計算に当たっては、有効数字を２桁までとし、その下の桁を四捨五入す

る。その場合、検出下限値の桁を下回る桁が残る場合は、四捨五入して検出下限

値の桁までとする。 

② 検出下限値未満の数値については、検出下限値の数値として取扱い、平均値を算

出する。 

※九頭竜川の pHについて、年間 10回実施した水質検査のうち、9月に行った 6回目の検査

で環境基準値（6.5 以上 8.5以下）を超過しました。それ以外の検査では、すべて基準値

の範囲内でした。 

 

市環境基本計画で設定する河川水質の目標値 

 

◆九頭竜川の水質目標値（目標類型ＡＡ類型） 

・BOD 1㎎/l以下 

・DO 7.5㎎/l以上 

 

◆真名川の水質目標値（目標類型ＡＡ類型） 

・BOD 1㎎/l以下 

・DO 7.5㎎/l以上 

河

川

名 

測

定

地

点

名 

類型 

ｐＨ ＤＯ ＢＯＤ ＳＳ 

最

小 

最

大 
m/n 

最

小 

最

大 
m/n 

平

均 

最

小 

最

大 
m/n 

平

均 

75

％

値 

最

小 

最

大 
m/n 

平

均 

九

頭

竜

川 

九

頭

竜

ダ

ム 

AA 7.１ 
8.7 

※ 
1/10 8.6 11 0/10 9.6 <0.5 1.0 0/10 0.6 0.7 <1.0 8.0 0/10 2.0 

真

名

川 

土

布

子

橋 

Ａ 7.2 7.5 0/6 9.1 13.0 0/6 10.4 <0.5 0.9 0/6 0.6 0.8 1.0 3.0 0/6 1.7 

清

滝

川 

新

在

家

橋 

Ａ 6.8 7.7 0/6 8.2 13.0 0/6 10.0 <0.5 1.1 0/6 0.8 1.0 <1.0 5.0 0/6 2.2 

赤

根

川 

東

大

月

橋 

Ａ 7.1 7.2 0/6 9.6 12.0 0/6 10.3 0.5 1.1 0/6 0.8 1.1 <1.0 2.0 0/6 1.7 
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◆清滝川、赤根川の水質目標値（目標類型ＡＡ類型） 

・BOD 1㎎/l以下 

・DO 7.5㎎/l以上 

◆大納川、石徹白川の水質目標値（目標類型ＡＡ類型） 

・BOD 1㎎/l以下 

・DO 7.5㎎/l以上 

 

◆木瓜川、善導寺川、新堀川の水質目標値（目標類型Ａ類型） 

・BOD 2㎎/l以下 

・DO 7.5㎎/l以上 

 

◆市内の小川、用水路（縁橋川、中野用水）の水質目標値（目標類型Ｂ類型） 

・BOD  3㎎/l以下 

・DO  5㎎/l以上 

 

市内各河川の水質検査結果          単位：㎎／l（BOD,SS,DO） 

河川 
採水 

地点 

検査 

項目 
目標値 

H27 H28 H29 H30 R 元 R2 R3 R4 R5 R6 

秋 秋 秋 秋 秋 秋 秋 秋 秋 秋 

九
頭
竜
川 

① 

阪谷 

新橋 

ｐＨ 6.5～8.5 7.4 7.9 7.6 7.9 7.7 8.3 7.8 7.9 7.9 7.9 

 ＢＯＤ ≦1 1.0 0.8 <0.5 0.8 0.7 0.6 0.6 <0.5 0.6 0.7 

ＳＳ ≦25 2.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 

ＤＯ ≧7.5 10.0 11.0 12.0 10.0 12.0 11.0 10.0 10.0 11.0 11.0 

真
名
川 

② 

富田 

大橋 

ｐＨ 6.5～8.5 7.6 7.9 7.7 7.6 7.8 8.3 7.7 8.1 7.7 7.8 

ＢＯＤ ≦1 0.8 0.6 <0.5 0.7 0.6 0.7 0.6 <0.5 <0.5 0.7 

ＳＳ ≦25 <1.0 <1.0 2.0 1.0 <1.0 <1.0 <1.0 1.0 <1.0 <1.0 

ＤＯ ≧7.5 11.0 11.0 11.0 12.0 13.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 

清
滝
川 

③ 

新在家

橋 

ｐＨ 6.5～8.5 7.2 7.5 7.1 7.7 7.7 7.3 6.9 6.8 7.5 6.8 

ＢＯＤ ≦1 0.8 0.7 1.0 0.7 <0.5 <0.5 <0.5 0.5 <0.5 0.7 

ＳＳ ≦25 4.0 4.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 <1.0 2.0 <1.0 

ＤＯ ≧7.5 10.0 9.7 10.0 11.0 11.0 11.0 8.4 9.5 8.8 9.2 

赤
根
川 

④ 

亀山橋 

ｐＨ 6.5～8.5 6.9 7.2 6.8 7.2 7.4 7.5 7.3 7.4 7.2 7.2 

ＢＯＤ ≦1 1.0 0.7 1.0 1.0 0.8 0.7 0.7 0.5 0.8 0.9 

ＳＳ ≦25 1.0 2.0 7.0 1.0 3.0 <1.0 1.0 3.0 3.0 <1.0 

ＤＯ ≧7.5 10.0 11.0 10.0 10.0 11.0 10.0 9.7 10.0 10.0 10.0 

木
瓜
川 

⑤ 

弥生橋 

(上流) 

ｐＨ 6.5～8.5 7.2 7.5 7.0 7.5 7.6 7.8 7.8 7.9 7.5 7.6 

ＢＯＤ ≦2 1.6 1.8 0.9 1.4 1.0 1.3 1.6 1.1 0.9 0.8 

ＳＳ ≦25 1.0 2.0 1.0 1.0 5.0 <1.0 1.0 <1.0 1.0 2.0 

ＤＯ ≧7.5 10.0 10.0 10.0 11.0 11.0 10.0 9.8 10.0 11.0 10.0 

⑥ 

三角 

公園 

(中流) 

ｐＨ 6.5～8.5 7.7 8.1 7.5 7.7 7.6 7.9 7.7 7.9 7.5 7.8 

ＢＯＤ ≦2 1.6 1.8 1.1 1.7 0.9 1.1 1.4 0.8 1.3 <0.5 

ＳＳ ≦25 1.0 <1.0 1.0 1.0 5.0 <1.0 <1.0 1.0 2.0 1.0 

ＤＯ ≧7.5 10.0 11.0 11.0 11 11.0 11.0 9.7 10.0 11.0 10.0 

⑦ 

中荒井 

大橋 

(下流) 

ｐＨ 6.5～8.5 7.3 7.6 7.5 7.6 7.6 7.8 7.0 8.0 7.3 7.3 

ＢＯＤ ≦2 1.1 1.4 0.9 1.2 0.6 0.9 1.4 0.5 0.7 0.6 

ＳＳ ≦25 1.0 <1.0 1.0 2 5.0 <1.0 1.0 1.0 1.0 3.0 

ＤＯ ≧7.5 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 10.0 10.0 11.0 10.0 
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市内各河川の水質検査結果         単位：㎎／l（BOD,SS,DO） 

河川 
採水 

地点 

検査 

項目 
目標値 

H27 H28 H29 H30 R 元 R2 R3 R4 R5 R6 

秋 秋 秋 秋 秋 秋 秋 秋 秋 秋 

善
導
寺
川 

⑧ 

旧Ｍ 

工場横 

(上流) 

ｐＨ 6.5～8.5 7.5 7.6 7.3 7.6 7.5 7.8 7.5 7.9 - 8.1 

ＢＯＤ ≦2 1.5 1.7 1.9 1.4 1.4 1.3 1.2 0.7 - 0.7 

ＳＳ ≦25 3.0 1.0 2.0 2.0 1.0 1.0 2.0 1.0 - 1.0 

ＤＯ ≧7.5 10.0 10.0 11.0 11.0 10.0 10.0 9.5 10.0 - 11.0 

⑨ 

越前大 

野駅前 

(中流上) 

ｐＨ 6.5～8.5 7.6 7.7 7.4 7.7 7.6 7.8 7.5 7.8 7.6 7.8 

ＢＯＤ ≦2 1.7 1.4 1.2 1.1 0.7 1.0 1.6 0.7 1.5 0.9 

ＳＳ ≦25 6.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 2.0 1.0 1.0 <1.0 

ＤＯ ≧7.5 10.0 10.0 11.0 11.0 11.0 10.0 9.7 10.0 11.0 10.0 

⑩ 

旧Ａ 

工場前 

(中流下) 

ｐＨ 6.5～8.5 7.4 7.7 7.4 7.6 7.6 7.8 7.5 7.9 7.7 7.6 

ＢＯＤ ≦2 1.7 1.4 1.5 1.5 0.9 0.9 1.6 1.1 1.8 1.5 

ＳＳ ≦25 5.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 7.0 2.0 1.0 1.0 

ＤＯ ≧7.5 10.0 10.0 10.0 11.0 11.0 8.7 9.5 10.0 11.0 11.0 

⑪ 

毘沙

門橋 

(下流) 

ｐＨ 6.5～8.5 7.4 7.6 6.9 7.7 7.6 7.8 7.4 8.0 7.5 8.3 

ＢＯＤ ≦2 1.8 1.6 1.4 1.5 0.9 1.1 1.3 1.3 2.1 1.6 

ＳＳ ≦25 4.0 2.0 1.0 2. 2.0 1.0 2.0 1.0 4.0 1.0 

ＤＯ ≧7.5 10.0 10.0 11.0 11.0 11.0 10.0 9.9 11.0 11.0 11.0 

新
堀
川 

⑫ 

Ｉ工場 

前 

(上流) 

ｐＨ 6.5～8.5 6.6 6.9 6.7 7.0 7.0 7.8 7.7 8.0 7.6 7.7 

ＢＯＤ ≦2 1.1 1.1 1.3 1.5 1.3 1.1 0.9 0.5 0.8 1.6 

ＳＳ ≦25 1.0 7.0 8.0 1.0 2.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 

ＤＯ ≧7.5 8.8 9.8 8.7 9.8 10.0 9.9 9.5 10.0 10.0 10.0 

⑬ 

赤根川 

排水先 

(下流) 

ｐＨ 6.5～8.5 7.4 7.8 7.3 7.6 7.8 7.7 7.0 7.3 7.3 6.9 

ＢＯＤ ≦2 0.9 1.0 1.6 1.3 1.1 1.3 0.8 0.5 1.0 1.2 

ＳＳ ≦25 2.0 2.0 5.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 8.0 3.0 

ＤＯ ≧7.5 11.0 11.0 10.0 11.0. 11.0 9.6 9.7 9.2 10.0 9.2 

縁
橋
川 

⑭ 

建設会 

館前 

(上流) 

ｐＨ 6.5～8.5 7.2 7.6 7.4 7.6 7.6 7.7 7.4 7.7 7.4 7.6 

ＢＯＤ ≦3 1.6 1.6 1.8 1.7 1.3 1.0 2.3 1.1 1.7 <0.5 

ＳＳ ≦25 2.0 2.0 3.0 2.0 2.0 1.0 3.0 3.0 4.0 1.0 

ＤＯ ≧5 10.0 11.0 11.0 11.0 10.0 9.7 8.3 9.2 10.0 10.0 

⑮ 

Ｎ事業 

所前 

(下流) 

ｐＨ 6.5～8.5 7.2 7.6 7.5 7.5 7.6 7.2 7.3 7.7 7.4 7.7 

ＢＯＤ ≦3 1.4 1.8 1.4 1.7 0.7 0.8 2.2 3.1 1.8 2.4 

ＳＳ ≦25 2.0 4.0 3.0 2.0 20.0 1.0 2.0 6.0 2.0 1.0 

ＤＯ ≧5 10.0 11.0 11.0 11.0 11.0 8.1 8.4 9.6 10.0 10.0 

中
野
用
水 

⑯ 

Ｓ事業 

所前 

ｐＨ 6.5～8.5 7.0 7.5 7.2 7.3 7.3 7.5 7.3 7.6 7.4 7.3 

ＢＯＤ ≦3 2.0 1.8 1.9 2.7 2.2 1.7 1.9 1.4 2.1 2.3 

 ＳＳ ≦25 4.0 2.0 3.0 2.0 4.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

ＤＯ ≧5 9.9 10.0 10.0 10.0 10.0 8.6 7.9 9.0 10.0 9.9 

石
徹
白
川 

⑰ 

朝日橋 

ｐＨ 6.5～8.5 7.4 7.6 7.3 8.0 7.6 7.8 7.9 7.8 7.8 7.8 

ＢＯＤ ≦1 0.6 0.6 <0.5 0.8 0.6 <0.5 0.5 0.5 <0.5 0.8 

ＳＳ ≦25 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 1.0 <1.0 <1.0 

ＤＯ ≧7.5 11.0 11.0 12.0 11.0 12.0 10.0 9.8 10.0 11.0 11.0 

※令和 6 年度の大納川（和佐谷）の水質検査では、秋季の BOD の測定値が 1.2mg/l と目標値（1mg/l 以下）

を超過しましたが、冬季の測定値は 0.5 mg/l 以内となり、目標値の範囲に回復しました。 

河川 
採水 

地点 

検査 

項目 
目標値 

Ｒ2年 Ｒ3年 Ｒ4年 Ｒ5年 Ｒ６年 

秋 冬 秋 冬 秋 冬 秋 冬 秋 冬 

大
納
川 

⑱ 
藤倉谷・

黒 谷 合

流 点 よ

り上流 

ｐＨ 6.5～8.5 7.9 7.6 7.9 7.7  7.8 7.4 8.0 7.7 7.9 7.4 

ＢＯＤ ≦1 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.8 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 

ＳＳ ≦25 1.0 1.0 2.0 <1.0 <1.0 2.0 <1.0 2.0 <1.0 3.0 

ＤＯ ≧7.5  9.4 11.4 9.3 11.6 8.0 11.2 8.7 11.3 8.2 11.6 

⑲ 
と ど ろ

き谷・大

納 川 合

流点より

上流 

ｐＨ 6.5～8.5 7.9 7.7 7.8 7.7 7.9 7.4 7.9 7.7 7.9 7.5 

ＢＯＤ ≦1 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 ＜0.5 <0.5 

ＳＳ ≦25 2.0 2.0 2.0 <1.0 1.0 <1.0 1.0 4.0 <1.0 <1.0 

ＤＯ ≧7.5 9.3 11.1 9.3 11.3 8.1 10.4 8.8 11.1 8.4 11.6 

⑳ 
和佐谷・

大 納 川

合 流 点

よ り 下

流 

ｐＨ 6.5～8.5 7.8 7.6 7.8 7.6 7.9 7.4 7.9 7.6 7.8 7.5 

ＢＯＤ ≦1 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.6 <0.5 <0.5 <0.5 1.2※ <0.5 

ＳＳ ≦25 <1.0 3.0 2.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 1.0 <1.0 <1.0 

ＤＯ ≧7.5 9.3 11.8 9.4 11.9 8.3 11.3 8.6 10.8 9.4 11.5 
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河川水（環境項目）調査箇所図 
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河川水（環境項目）調査箇所図（大納川） 

 

 

各河川のＢＯＤ値検査結果の推移 

  

0

1

2

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

九頭竜川 ■ 目標値（≦1） 

２０ １９ 

１８ 

（単位：mg/l） 
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0

1

2

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

真名川 ■ 目標値（≦1） 

0

1

2

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

清滝川 ■ 目標値（≦1） 

0

1

2

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

赤根川 ■ 目標値（≦1） 

0

1

2

3

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

木瓜川
■ 目標値（≦2） 
◆ (上流)弥生橋 

▲ (中流)三角公園 

● (下流)中荒井大橋 

（単位：mg/l） 

（単位：mg/l） 

（単位：mg/l） 

（単位：mg/l） 
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0

1

2

3

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

善導寺川

■ 目標値（≦2） 
◆ (上流)旧Ｍ工場前 

▲ (中流上)越前大野駅前 

● (中流下)旧Ａ工場前 

※ (下流)毘沙門橋 

0

1

2

3

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

新堀川 ■ 目標値（≦2） 
◆ (上流)Ｉ工場前 

▲ (下流)赤根川放流 

0

1

2

3

4

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

緑橋川

（単位：mg/l） 

（単位：mg/l） 

（単位：mg/l） 
■ 目標値（≦3） 
◆ (上流)建設業会館前 

▲ (下流)Ｎ事業所前 

0

1

2

3

4

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

中野用水 ■ 目標値（≦3） 
（単位：mg/l） 
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0

1

2

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

大納川、石轍白川 ■ 目標値（≦1） 
◆ 大納川（藤倉谷）    

▲ 大納川（とどろき谷）   

× 大納川（和佐谷） 

※ 石徹白川（朝日橋） 

（単位：mg/l） 

※大納川では秋季と冬季の２回水質検査を実施しており、本グラフは秋季の測定値をもとに

作成しています。令和６年度の大納川（和佐谷）は秋季に目標値（≦1）を超過しましたが、

冬季の検査では目標値の範囲に回復しました。 
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(２)中竜鉱山の水質 

 三市環境保全対策協議会（大野市、勝山市、福井市）の指導を受けて、中竜鉱業株式会社

が、中竜鉱山坑内の一般廃棄物埋立処分場の使用停止に関連して水質分析を実施していま

す。分析した結果、①ｐＨは基準値内、②銅、亜鉛、カドミウム、鉛、シアン、六価クロム

等の３０成分は定量限界値に近い値、③ダイオキシン類は低い数値で推移していることか

ら、水質は問題ないと言えます。 

 

中竜鉱山の水質検査結果 

採水地点：中山０ｍ坑口                              ｐＨ以外の単位 ㎎/ℓ 

項目 基準値 

平成 27

年度 

平成 28 

年度 

平成 29 

年度 

平成 30 

年度 

令和元 

年度 

令和 2 

年度 

令和 3 

年度 

令和 4 

年度 

令和 5 

年度 

令和 6 

年度 

7/31 7/27 7/27 7/26 7/23 7/30 7/27 7/28 7/24 7/31 

水素イオン濃度（ｐＨ） 5.8～8.6 8.0 7.8 7.9 7.9 7.8 8.0 8.1 7.9 8.0 8.0 

銅 3 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 ,0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 

亜鉛 2 0.20 0.12 0.16 0.11 0.13 0.13 0.21 0.20 0.01 0.21 

カドミウム 0.03 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 0.0015 0.0015 <0.0003 0.0011 0.0011 0.0015 

鉛 0.1 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 

シアン化合物 1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 

有機燐化合物 1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 

六価クロム化合物 0.5 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 

砒素及びその化合物 0.1 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.011 0.007 0.009 0.009 0.009 

総水銀 0.005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 

アルキル水銀化合物 検出されないこと 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 

ポリ塩化ビフェニル

（ＰＣＢ） 
0.003 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 

トリクロロエチレン 0.3 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 

テトラクロロエチレン 0.1 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 

ジクロロメタン 0.2 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 

四塩化炭素 0.02 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 

1,2-ジクロロエタン 0.04 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 

1,1-ジクロロエチレン 0.2 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 

シス-1,2-ジクロロエチレン 0.4 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 

1,1,1-トリクロロエタン 3 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 

1,1,2-トリクロロエタン 0.06 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 

1,3-ジクロロプロペン 0.02 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 

チウラム 0.06 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 

シマジン 0.03 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 

チオベンカルブ 0.2 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 

ベンゼン 0.1 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

セレン及びその化合物 0.1 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 

アンモニア,アンモニウ

ム化合物,亜硝酸化合物

及び硝酸化合物 

100 0.43 0.42 <0.05 0.34 0.34 0.42 0.46 0.48 0.42 0.29 

ふっ素及びその化合物 8 0.33 0.27 0.2 0.28 0.21 0.15 0.24 0.36 0.40 0.35 

ほう素及びその化合物 10 <0.02 <0.02 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.04 0.02 0.02 <0.02 

1,4-ジオキンサン 0.5 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 



  - 74 -  

 

 

採水地点：日の谷坑口（平成 19～26 年は黒当戸坑口）                 ｐＨ以外の単位 ㎎/ℓ 

項目 基準値 

平成 27

年度 

平成 28

年度 

平成 29

年度 

平成 30

年度 

令和元 

年度 

令和 2 

年度 

令和 3

年度 

令和 4

年度 

令和 5

年度 

令和 6

年度 

7/31 7/27 7/27 7/26 7/23 7/30 7/27 7/28 7/24 7/31 

水素イオン濃度（ｐＨ） 5.8～8.6 8.0 7.9 7.9 8.0 7.9 8.0 8.0 8.1 8.1 8.1 

銅 3 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 

亜鉛 2 0.03 0.026 0.017 0.020 0.019 0.019 0.031 0.023 0.030 0.035 

カドミウム 0.03 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 

鉛 0.1 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 

シアン化合物 1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 

有機燐化合物 1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 

六価クロム化合物 0.5 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 

砒素及びその化合物 0.1 0.031 0.026 0.026 0.026 0.026 0.020 0.019 0.023 0.023 0.027 

総水銀 0.005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 

アルキル水銀化合物 検出されないこと 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 

ポリ塩化ビフェニル（Ｐ

ＣＢ） 
0.003 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 

トリクロロエチレン 0.3 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 

テトラクロロエチレン 0.1 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 

ジクロロメタン 0.2 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 

四塩化炭素 0.02 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 

1,2-ジクロロエタン 0.04 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 

1,1-ジクロロエチレン 0.2 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 

シス-1,2-ジクロロエ

チレン 
0.4 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 

1,1,1-トリクロロエタ

ン 
3 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 

1,1,2-トリクロロエタ

ン 
0.06 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 

1,3-ジクロロプロペン 0.02 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 

チウラム 0.06 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 0.0017 

シマジン 0.03 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 

チオベンカルブ 0.2 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 

ベンゼン 0.1 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

セレン及びその化合物 0.1 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 

アンモニア,アンモニウム

化合物,亜硝酸化合物及び

硝酸化合物 

100 0.26 0.25 <0.05 0.25 0.26 0.29 0.27 0.27 0.29 0..27 

ふっ素及びその化合物 8 0.53 0.48 0.33 0.38 0.47 0.41 0.46 0.67 0.57 0.49 

ほう素及びその化合物 10 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02 0.03 0.03 0.02 0.02 

1,4-ジオキンサン 0.5 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 

※平成１９～２６年度は排水経路を日の谷から黒当戸に切替えていたため、黒当戸坑口で採水しています。 
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排水のダイオキシン類分析結果                      単位：pg‐TEQ/L 

採水年 採水日 基準値 
採取地点 

中山 0ｍ坑口 

採取地点 

日の谷坑口 

採取地点 

黒当戸坑口 

平成 23 年度 

5月 27日 

水質 

環境基準 

１pg‐TEQ/L 

 

 

排出基準 

10pg‐TEQ/L 

0.063  0.062 

7月 28日 0.063  0.062 

9月 27日 0.063  0.062 

平成 24 年度 

5月 22日 0.063  0.062 

7月 24日 0.063  0.062 

9月 10日 0.063  0.062 

平成 25 年度 

4月 25日 0.063  0.062 

7月 10日 0.063  0.062 

9月 11日 0.063  0.062 

平成 26 年度 

5月 14日 0.063  0.062 

7月 31日 0.063  0.062 

9月 3 日 0.063  0.062 

平成 27 年度 

5月 14日 0.0003 0.000082  

7月 31日 0.00035 0.00006  

9月 15日 0.00028 0.000012  

平成 28 年度 

4月 27日 0.00033 0.00010  

7月 27日 0.00020 0.00008  

11 月 11 日 0.000074 0.000011  

平成 29 年度 

5月 11日 0.00018 0.00012  

7月 27日 0.00014 0.00003  

10 月 11 日 0.00010 0.000043 

 

 

平成 30 年度 

5月 17日 0.00095 0.000099  

7月 26日 0.00014 0.000020  

10 月 16 日 0.000091 0.000032 

 

 

令和元年度 

5月 8 日 0.000063 0.000011  

7月 23日 0.00012 0.000018  

10 月 28 日 0.000083 0.000066  

令和 2 年度 

5月 28日 0.011000 0.000016  

7月 30日 0.000160 0.000024  

10 月 29 日 0.000089 0.000014  

令和 3 年度 

5月 26日 0.002700 0.000160  

7月 27日 0.000120 0.000016  

10 月 30 日 0.000120 0.000089 

 

 

令和 4 年度 

5月 26日 0.000100 0.000025  

7月 28日 0.000100 0.000033  

10 月 24 日 0.000090 0.000028 

 

 

令和 5 年度 

5月 24日 0.000082 0.000012  

7月 24日 0.000290 0.000026  

10 月 4日 0.000130 0.000023 

 

 

令和６年度 

5月 22日 

 

0.000097 0.000019  

7月 31日 0.000120 0.000042  

10 月 22 日 0.000160 0.000170  

※平成１９～２６年度は排水経路を日の谷から黒当戸に切替えていたため、黒当戸坑口で採水しています。 
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３ 地盤沈下 

 

地盤沈下について 

 地盤沈下は、地下水の過剰な揚水などにより地層が圧密され、地表面が徐々に低下する

現象です。直接的な健康被害は少ないものの、建物や道路の損傷、排水機能の低下など、

生活環境に影響を及ぼす場合があります。特に、地下水位の急激な低下が進むと沈下が進

行するおそれがあるため、地下水の利用にあたっては節水を心がけ、適正な利用に努める

ことが重要です。 

 

地盤沈下の現況 

 平成 21年度に実施した地下水総合調査において、乾側地区及び赤根川沿いの地域で地盤

沈下の発生が確認されました。この地域は、低湿地で沖積粘性土が堆積しており、地盤沈下

が生じやすい地域といえます。 

平成 28 年 10 月から城北町に地盤沈下観測井を設置し、自動計測を実施しており、地下

水位の上昇・低下に伴い、地盤膨張・収縮が見られることが分かっています。 

平成 29 年から令和６年度の累計沈下量は 26.8mm に達し、年間平均約 3.4mm の沈下量と

なっています。 

今後も数年間ごとに水準測量を行い、沈下状況を監視していく必要があります。 

その他の地域では、大きな変化は確認されていませんが、地下水に急激な変化があれば地

盤への影響も懸念されるため、冬季間の融雪に地下水を使用することを控えるなど市民一

人一人の心がけが求められます。 

 

地盤沈下観測地点 
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４ 土壌汚染 

 

土壌汚染について 

 土壌汚染とは、土壌中の有害物質により人の健康や生活環境に悪影響を及ぼすおそれ

のある状態をいいます。 

土壌は水、空気と並ぶ環境の重要な構成要素であり、生物の生存基盤であるとともに、

物質循環の要として重要な役割を担っています。土壌は水、空気と比べて組成が複雑で、

有害物質に対する反応も多様であり、一度汚染されるとその影響が長期にわたり継続す

るという特性があります。 

土壌環境を保全するには、関係法令の遵守し、汚染の未然防止に努めることが重要です。

また、土壌汚染が発生した場合には、有害物質の除去や無害化など、適切な措置を講じる

必要があります。 

 

土壌汚染に係る環境基準                     

項 目 環 境 上 の 条 件 

カ ド ミ ウ ム 
検液 1ℓにつき 0.003㎎以下であり、かつ、農用地にお

いては、米 1kgにつき 0.4mg以下であること。 

全 シ ア ン 検液中に検出されないこと。 

有 機 燐 （ り ん ） 検液中に検出されないこと。 

鉛 検液 1ℓにつき 0.01mg以下であること。 

六 価 ク ロ ム 検液 1ℓにつき 0.05㎎以下であること。 

砒 （ ひ ） 素 

検液 1ℓにつき 0.01 ㎎以下であり、かつ、農用地（田

に限る。）においては、土壌 1kg につき 15mg 未満であ

ること。 

総 水 銀 検液 1ℓにつき 0.0005㎎以下であること。 

ア ル キ ル 水 銀 検液中に検出されないこと。 

P C B 検液中に検出されないこと。 

銅 
農用地（田に限る。）においては、土壌 1kgにつき 125mg

未満であること。 

ジ ク ロ ロ メ タ ン 検液 1ℓにつき 0.02㎎以下であること。 

四 塩 化 炭 素 検液 1ℓにつき 0.002㎎以下であること。 

ク ロ ロ エ チ レ ン 検液 1ℓにつき 0.002㎎以下であること。 

1 , 2 － ジ ク ロ ロ エ タ ン 検液 1ℓにつき 0.004㎎以下であること。 

１ , 1－ジクロロエチレン 検液 1ℓにつき 0.1㎎以下であること。 

シス－1,2－ジクロロエチレン 検液 1ℓにつき 0.04㎎以下であること。 

1,1,1－トリクロロエタン 検液 1ℓにつき 1㎎以下であること。 

1,1,2－トリクロロエタン 検液 1ℓにつき 0.006㎎以下であること。 

ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン 検液 1ℓにつき 0.01㎎以下であること。 
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項 目 環 境 上 の 条 件 

テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン 検液 1ℓにつき 0.01㎎以下であること。 

1 , 3－ジクロロプロペン 検液 1ℓにつき 0.002㎎以下であること。 

チ ウ ラ ム 検液 1ℓにつき 0.006㎎以下であること。 

シ マ ジ ン 検液 1ℓにつき 0.003㎎以下であること。 

チ オ ベ ン カ ル ブ 検液 1ℓにつき 0.02㎎以下であること。 

ベ ン ゼ ン 検液 1ℓにつき 0.01㎎以下であること。 

セ レ ン 検液 1ℓにつき 0.01㎎以下であること。 

ふ っ 素 及 び そ の 化 合 物 検液 1ℓにつきふっ素 0.8㎎以下であること。 

ほ う 素 及 び そ の 化 合 物 検液 1ℓにつきほう素 1㎎以下であること。 

1 , 4 － ジ オ キ サ ン 検液 1ℓにつき 0.05㎎以下であること。 

〈備考〉 

1. 環境上の条件のうち検液中濃度に係るものにあっては本基準の付表に定める方法に

より検液を作成し､これを用いて測定を行うものとする｡ 

2. カドミウム、鉛、六価クロム、砒（ひ）素、総水銀、セレン、ふっ素及びほう素に係

る環境上の条件のうち検液中濃度に係る値にあっては、汚染土壌が地下水面から離

れており、かつ、原状において当該地下水中のこれらの物質の濃度がそれぞれ地下水

1ℓにつき 0.003mg、0.01mg、0.05mg、0.01mg、0.0005mg、0.01mg、0.8mg及び１mgを

超えていない場合には、それぞれ検液 1ℓにつき 0.009mg、0.03mg、0.15mg、0.03mg、

0.0015mg、0.03mg、2.4mg及び 3mgとする。 

3. ｢検液中に検出されないこと｣とは、環境大臣が定める方法により測定した場合にお

いて､その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう｡ 

4. 有機燐（りん）とは､パラチオン､メチルパラチオン､メチルジメトン及び EPNをいう｡ 

5. 1，2―ジクロロエチレンの濃度は、環境大臣が定める方法により測定されたシス体の

濃度とトランス体の濃度の和とする。 

 

土壌汚染の現況 

 

大野市では、平成 13年度から、地下水の水質調査（水道法に定める項目）を大野盆地 41

地点において継続的に実施しています。地下水については、有機塩素化合物などによる汚染

を未然に防止し良好な水質を維持するため、福井県では平成元年度から県下全域を対象に

地下水調査を実施しています。この調査の中で、令和６年度は市内において、概況調査（通

常の調査・年１回）２地点に加えて、平成元年度調査で発見された汚染箇所周辺を対象とし

た継続監視調査（３地点年２回）が実施されました。 

本市でも、継続監視調査の計測箇所付近を市独自で調査を行い、汚染箇所の継続的な監視に

努めています。調査の結果、継続監視調査箇所以外では、新たな汚染は確認されていません。 

なお、令和６年度の土壌汚染に対する苦情申立てはありませんでした（令和５年度は１件）。 

地下水は、市民の生活に直接関係があるとともに、一旦汚染されるとその回復が非常に困

難であるため、良好な水質を維持管理していくためには、今後も監視が必要です。 

  

【テトラクロロエチレンによる地下水汚染について】 

平成元年に県が実施した地下水概況調査により、新町地係の井戸から基準値を超える量

のテトラクロロエチレンが検出されました。その後の調査から、汚染範囲は七間通りを上流
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端として四番通りを挟んで下流へ広がり、中野地係に及んでいることが判明しました。 

本市は、地下水を生活用水として利用していることから、生活飲料水用として仮設水道を

設置するとともに、汚染源の特定、汚染土壌の排出、汚染地下水の排出等の対応策を講じて

きました。 

また、水質を監視するため、令和６年度は 18地点で４回の水質検査を行いました。この

結果、元町２区の１地点で２回、元町４区の１地点で１回、テトラクロロエチレン濃度が環

境基準（0.01mg/l）を超過しました。経年的な変化を見ると、全体的に濃度は低下傾向にあ

いますが、依然として基準値を超える地点が残っています。 

今後も、市が設置した３地点の仮設ポンプによる揚水浄化を継続し、水質検査を続けるな

ど、地下水汚染の解消に向けた取組を適切に進める必要があります。 

 

検査 

地点 

検査地点の 

行政区 

検査日 

令和 6 年 

6 月 20 日 

令和 6 年 

9 月 25 日 

令和 6 年 

12 月 16 日 

令和 7 年 

3 月 6 日 

テトラクロロエチレン濃度（mg/l) 

1     

発生源 
元町２区 0.0054 0.0011 0.0200 0.0180 

2 元町２区 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 

3 元町４区 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 

4 元町４区 0.0065 0.0060 0.0070 0.0120 

5 元町４区 0.0025 0.0017 0.0065 0.0038 

6 元町４区 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 

7 本町４区 0.0016 0.0015 0.0032 0.0042 

8 本町４区 0.0026 0.0025 0.0027 0.0039 

9 本町４区 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 

10 本町４区 0.0035 0.0023 0.0024 0.0042 

11 本町４区 0.0011 0.0010 0.0015 0.0017 

12 本町５区 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 

13 本町５区 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 

14 要町 0.0020 0.0018 0.0016 0.0030 

15 中荒井町一丁目 0.0012 0.0014 0.0014 0.0014 

16 新町 0.0014 0.0014 0.0014 0.0021 

17 新町 0.0011 0.0011 0.0012 0.0013 

18 上中野 0.0010 0.0011 0.0011 0.0014 
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５ 騒音 

 

騒音について 

騒音とは、一般に「不快な音」や「望ましくない音」の総称であり、その影響は心理的な

不快感にとどまらず、生理機能への影響や作業効率の低下など、生活の質に広く及びます。

近年、生活環境に対する意識の高まりに伴い、静穏で快適な環境を求める社会的要請は一層

強まっています。 

 

騒音の大きさの例 

大きさ 

［デシベル］ 
具体例 

２０ 木の葉のふれ合う音 

３０ 郊外の深夜 

４０ 市内の深夜・図書館の中 

５０ 静かな事務所・クーラー（屋外・始動時） 

６０ 普通の会話・静かな乗用車 

７０ 電話のベル・騒々しい街頭 

８０ 電車の中・地下鉄の車内 

９０ 犬の鳴き声（正面５ｍ）・カラオケ（店内客席中央） 

１００ 電車通過時のガード下 

１１０ 自動車のクラクション（前方２ｍ） 

１２０ 飛行機のエンジン付近 

１３０ 最大可聴値 
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騒音に係る環境基準 

騒音に係る環境基準における地域の類型を当てはめる地域 
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（１）環境基準 
環境基準（道路に面する地域以外）   

地域の類型 

基 準 値 

昼 間 夜 間 

午前 6時～ 

午後 10 時 

午後 10時～ 

翌午前 6 時 

Ａ地域及びＢ地域 ５５デシベル以下 ４５デシベル以下 

Ｃ地域 ６０デシベル以下 ５０デシベル以下 

（２）道路に面する地域に係る環境基準 

道路に面する地域に係る環境基準               

地 域 の 区 分 

基 準 値 

昼  間 夜 間 

午前 6時～ 

午後 10時 

午後 10時～ 

翌午前 6時 

Ａ地域のうち 2 車線以上の車線を有する道路に

面する地域 
６０デシベル以下 ５５デシベル以下 

Ｂ地域のうち 2 車線以上の車線を有する道路に

面する地域 

及び 

Ｃ地域のうち車線を有する道路に面する地域 

６５デシベル以下 ６０デシベル以下 

備考：車線とは、１縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有

する帯状の車道部分をいう。 

 

特 例 

幹線交通を担う道路に近接する空間については、上表にかかわらず、次表の基準値の

欄に掲げるとおりとします。 

地 域 の 区 分 

基 準 値 

昼  間 夜 間 

午前 6時～ 

午後 10時 

午後 10時～ 

翌午前 6時 

幹線交通を担う道路に近接する空間 ７０デシベル以下 ６５デシベル以下 

<備考>個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営

まれていると認められるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準（昼間にあっては

45デシベル以下、夜間にあっては 40デシベル以下）によることができる。 

 

幹線道路を担う道路：高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道（4車線以上

の車線を有する区間に限る。）、自動車専用道路 
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騒音に係る規制地域 

騒音による影響は、発生源の周辺地域のみに限られ、広域的に影響を及ぼすおそれがない

ことから、騒音規制法では工場騒音及び建設騒音等から生活環境を保全する必要がある地

域を「騒音規制地域」として指定し、その地域内にある特定の工場及び特定の建設作業から

発生する騒音について規制処置が取られています。 

 

騒音規制地域 
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騒音に係る規制基準 

（１）特定工場における騒音規制 

特定工場において発生する騒音の許容限度           （平成 19年大野市告示第 33号） 

区域の区分 

朝 昼間 夕 夜間 

午前 6時～ 

午前 8時 

午前 8時～ 

午後 7時 

午後 7時～ 

午後 10時 

午後 10時～ 

翌午前 6時 

第 1種区域 ４５デシベル ５０デシベル ４０デシベル ４０デシベル 

第２種区域 ５０デシベル ６０デシベル ５０デシベル ４５デシベル 

第３種区域 ６０デシベル ６５デシベル ６０デシベル ５５デシベル 

第４種区域 ６５デシベル ７０デシベル ６５デシベル ６０デシベル 

※第２～４種区域において、学校・保育所･病院･患者の収容施設を有する診療所・図

書館・特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね 50ｍ以内の区域の規制基準は、当

該区域の区分に応じて定める値から５デシベルを減じるものとする。 

 （２）自動車に係る騒音規制 

自動車騒音対策としては、環境基準を目標としてそれぞれの行政機関が対処すること

になっていますが、実質的な対策としては測定した結果が総理府令で定める命令による

限度を超えていた場合、都道府県公安委員会に対し道路交通法の規定による措置をとる

べきことを要請することができます。 

 

自動車騒音の限度を定める総理府令              

区域の区分 

昼間 

午前 6 時～ 

午後 10 時 

夜間 

午後 10 時～ 

翌午前 6 時 

ａ区域及びｂ区域のうち1車線を有する道路に面す

る区域 
６５デシベル ５５デシベル 

ａ区域のうち２車線以上の車線を有する道路に面

する区域 
７０デシベル ６５デシベル 

ｂ区域のうち2車線以上の車線を有する道路に面す

る区域及びｃ区域のうち車線を有する道路に面す

る区域 

７５デシベル ７０デシベル 

 

上表に掲げる区域のうち幹線交通を担う道路に近接する区域（２車線以下の車線を有

する道路の場合は道路の敷地の境界線から 15ｍ、２車線を超える車線を有する道路の場

合は道路の敷地の境界線から 20ｍまでの範囲をいう。）に係る限度は、上表にかかわらず、

昼間においては 75デシベル、夜間においては 70デシベルとされています。 
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（注） 

ａ区域  第 1種低層住居専用地域 

      第 1 種中高層住居専用地域 

ｂ区域  第 1種住居地域 

ｃ区域  近隣商業地域 

      商業地域 

      準工業地域 

      工業地域 

車線   一縦列の自動車（二輪のものを除く。）が安全かつ円滑に走行するために必

要な幅員を有する帯状の車道の部分をいう。 

幹線道路を担う道路  高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道（4車線以

上の車線を有する区間に限る。）、自動車専用道路 
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騒音に係る特定施設 
  

騒音規制法に基づく特定施設               （騒音規制法施行令第１条） 

施設の種類 規模･能力 

(1) 金属加工機械  

 イ 圧延機械 原動機の定格出力の合計が 22.5ｋＷ以上のものに限る｡ 

 ロ 製管機械 すべてのもの｡ 

 ハ ベンディングマ

シン 

ロール式のものであって､原動機の定格出力が 3.75ｋＷ以

上のものに限る｡ 

 ニ 液圧プレス すべてのもの｡(矯正プレスを除く｡) 

 ホ 機械プレス 呼び加圧能力が 294キロニュートン以上のものに限る｡ 

 ヘ せん断機 原動機の定格出力が 3.75ｋＷ以上のものに限る｡ 

 ト 鍛造機 すべてのもの｡ 

 チ ワイヤーフォーミン

グマシン 
すべてのもの｡ 

 リ ブラスト タンブラスト以外のものであって､密閉式のものを除く｡ 

 ヌ タンブラー すべてのもの｡ 

 ル 切断機 といしを用いるものに限る。 

(2) 空気圧縮機及び送風機 

空気圧縮機（一定の限度を超える大きさの騒音を発生しな

いものとして指定されたものを除き、原動機の定格出力が

7.5kW 以上のものに限る。） 

送風機（原動機の定格出力が 7.5kW以上のものに限る。） 

(3) 土石用又は鉱物用の破

砕機､摩砕機､ふるい及

び分級機 

原動機の定格出力が 7.5ｋＷ以上のものに限る｡ 

(4) 織機 原動機を用いるものに限る｡ 

(5) 建設用資材製造機械  

 イ コンクリートプ

ラント 

気ほうコンクリートプラントを除き､混練機の混練容量が

0.45ｍ3以上のものに限る｡ 

 ロ アスファルトプ

ラント 
混練機の混練重量が 200kg以上のものに限る｡ 

(6) 穀物用製粉機 
ロール式のものであって、原動機の定格出力が 7.5ｋＷ以上

のものに限る｡ 

(7) 木材加工機械  

 イ ドラムバーカー すべてのもの｡ 

 ロ チッパー 原動機の定格出力が 2.25ｋＷ以上のものに限る｡ 

 ハ 砕木機 すべてのもの｡ 

 ニ 帯のこ盤 
製材用のものにあっては､原動機の定格出力が 15ｋＷ以上のもの、 

木工用のものにあっては､原動機の定格出力が 2.25ｋＷ以上のものに限る｡ 

 ホ 丸のこ盤 
製材用のものにあっては､原動機の定格出力が 15ｋＷ以上のもの、 

木工用のものにあっては､原動機の定格出力が 2.25ｋＷ以上のものに限る｡ 

 ヘ かんな盤 原動機の定格出力が 2.25ｋＷ以上のものに限る｡ 

(8) 抄紙機 すべてのもの｡ 

(9) 印刷機械 原動機を用いるものに限る｡ 

(10)合成樹脂用射出成形機 すべてのもの｡ 

(11)鋳型造型機 ジョルト式のものに限る｡ 
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騒音に係る特定建設作業 

対 象  指定地域内において特定建設作業を行う建設工事施工者 

     ただし、１日で作業が終了するもの、災害、非常事態等の特例を除く。 

届 出  作業開始の７日前までに作業実施の届出が必要 

基 準  特定建設作業の規制基準 

                               

項目 規制基準 

騒音の大きさ 特定建設作業場所の敷地境界線で８５デシベル以下 

夜間、深夜作業の禁止 
第 1号区域：午後 7時～翌午前 7時 

第 2号区域：午後 10時～翌午前 6時 

1日の作業時間の制限 
第 1号区域：1日につき 10時間 

第 2号区域：1日につき 14時間 

作業時間の制限 連続して 6日間を超えないこと（同一場所において） 

日曜日、休日の作業 禁止 

 第１号区域：住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域の全ての区域及び 

       工業地域のうち学校、保育所、病院・診療所、図書館、特別養護老人 

ホームの敷地の周囲おおむね 80ｍ以内の区域      

 第２号区域：工業地域のうち、第 1号区域を除く区域 

 

特定建設作業                   （騒音規制法施行令別表第２） 

次の機械を使用する作業 適   用 

１くい打機、くい抜機、くい打くい

抜機を使用する作業 

もんけん、圧入式くい打くい抜機、くい打機をアー

スオーガーと併用する作業を除く。 

２びょう打機を使用する作業 すべてのもの。 

３さく岩機を使用する作業 

作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日

における当該作業に係る 2 地点間の最大距離が 50

ｍを超えない作業に限る。 

４空気圧縮機を使用する作業 

電動機以外の原動機を用いるものであって、その原

動機の定格出力が 15kW以上のものに限る。 

(さく岩機の動力として使用する作業を除く。） 

５コンクリートプラント又はアス

ファルトプラントを設けて行う

作業 

コンクリートプラントは混練機の混錬容量が 0.45

㎥以上のものに限る。アスファルトプラントは混練

機の混練重量が 200kg以上のものに限る。 

(モルタルを製造するためにコンクリートプラント

を設けて行う作業を除く。） 

６バックホウを使用する作業 
原動機の定格出力が 80kＷ以上のものに限る。 

低騒音型建設機械（環境省指定）を除く。 

次の機械を使用する作業 適   用 

７トラクターショベルを使用する

作業 

原動機の定格出力が 70kＷ以上のものに限る。 

低騒音型建設機械（環境省指定）を除く。 

８ブルドーザーを使用する作業 
原動機の定格出力が 40kＷ以上のものに限る。 

低騒音型建設機械（環境省指定）を除く。 
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近隣騒音について 

近隣騒音とは、住居と飲食店の混在による営業騒音、カラオケによる騒音、ペットの鳴き

声など、限られた近隣の生活者にのみ影響を及ぼす騒音をいいます。 

その特徴は、騒音の発生量が比較的小さく、影響範囲が近隣に限定されることです。影響

としては、作業能率の低下や睡眠妨害などが挙げられます。 

防止対策としては、生活騒音の場合、ちょっとした工夫で改善できることが多く、各人に

騒音に配慮するよう啓発を行うことが重要です。 

 

深夜騒音の規制に係る営業の種類 （福井県公害防止条例施行規則第 26 条） 

食品衛生法施行令第 35条第 1号に掲げる飲食店営業 

カラオケ装置を使用させて営む営業 

ボーリング場営業 

車両洗浄装置を使用し、又は使用させて営む営業 

 

深夜騒音の規制に係る基準 （福井県公害防止条例施行規則第 27 条） 

区  域 午後 11 時～午前 0時 午前 0時～午前 5時 

第 1種区域 及び 第 2種区域 ５０デシベル ４５デシベル 

第 3種区域 ６０デシベル ５５デシベル 

第 4種区域、第 5 種区域 

及び その他の区域 
５５デシベル ５０デシベル 

 

拡声機の使用による放送の制限 （福井県公害防止条例第 41条） 

屋外において拡声機を使用して

放送してはならない時間 
午後 9時から翌日午前 8時まで 

制限の対象とならない場合 

（福井県公害防止条例施行規則

第 28条） 

祭礼その他地域の慣習となっている行事において使用

する場合 

移動式の店舗において一時的に拡声器を使用する場合 

（住民の平穏な生活を阻害するおそれがないとき） 

 

騒音の現況 

 騒音に関する令和６年度の苦情申立は２件（令和５年度も同様）で、工場や農作業施設を

発生源とするものでした。また、令和６年度には、騒音規制法第 18条に基づく自動車騒音

の常時監視の一環として、「国道 158号」における騒音レベルの測定及び環境基準の適合評

価を実施しました。測定結果は、昼間 63デシベル、夜間 54デジベルで、いずれも環境基準

値の範囲内でした。 

近年、生活様式の変化により発生源の種類が多様化してます。特に生活騒音については、

市民一人一人の心配りが防止に不可欠であり、日常生活での注意が求められます。  
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６ 振動 

 

振動について 

振動とは、工場や自動車などの振動源から発生した地盤振動が、地表や地中を波動として

伝わり、家屋などの構造物を揺らす現象をいいます。その結果、人が直接振動を感じ、戸や

障子のガタつきによる音や動きで不快感を覚えることがあります。 

振動公害は、工場施設の増加や大型化、建設工事の増加、自動車交通の進展などに伴い、

地域的に発生しています。主な影響は、イライラや不快感、睡眠の妨げなどの生活妨害です

が、振動が大きい場合には、壁やタイルのひび割れ、建具の立付け不良などの物的障害が生

じることもあります。 

こうした背景から、振動規制法では、工場振動や建設振動に関する規制基準や規制地域が

設けられ、さらに自動車交通振動についても必要な措置が定められています。 

 

振動の大きさの例 

振動レベル 

［デシベル］ 
人の感覚の目安 屋内の様子の例 

～５５ 
多くの人が揺れを感じない（ごく一部は感

じることあり） 
目立つ現象は生じにくい 

５５～６５ 静止状態の一部の人がわずかに感じる 吊り下げ物がわずかに揺れることがある 

６５～７５ 多くの人が感じる 食器が小さな音を立てることがある 

７５～８５ ほとんどの人が明確に感じる 不安定な置物が倒れることがある 

８５～９５ 強い不快・恐怖感を訴える人が増える 家具が移動することがある 

９５～ 活動に支障を感じる人が増える 重い家具の移動・転倒が生じうる 
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振動に係る規制地域 

振動規制法に基づく規制地域 
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振動に係る規制基準 

（１）特定工場に係る規制基準 

振動規制法に基づく規制基準           （平成 19年大野市告示第 35号） 

区域の区分 

昼 間 夜 間 

午前 6時～ 

午後 10時 

午後 10時～ 

翌午前 6時 

第 1 種区域 ６０デシベル ５５デシベル 

第 2 種区域 ６５デシベル ６０デシベル 

※ 学校・保育所･病院･患者の収容施設を有する診療所・図書館・特別養護老人ホーム

の敷地の周囲おおむね 50ｍ以内の区域の規制基準は当該区域の区分に応じて定め

る値から５デシベルを減じるものとする。 

（２）特定建設作業に係る規制基準 

対 象  指定地域内において特定建設作業を行う建設工事施工者 

     ただし、１日で作業が終了するもの、災害、非常事態等の特例を除く。 

届 出  作業開始の７日前までに作業実施の届出が必要 

基 準  特定建設作業の規制基準 

（振動規制法施行規則別表第１） 

振動の大きさ 特定建設作業場所の敷地境界線で７５デシベル以下 

夜間、深夜作業の禁止 
第 1号区域：午後 7時～翌午前 7時 

第 2号区域：午後 10時～翌午前 6 時 

1日の作業時間の制限 
第 1号区域：1日につき 10時間 

第 2号区域：1日につき 14時間 

作業時間の制限 連続して 6日間を超えないこと（同一場所において） 

日曜日、休日の作業禁止 日曜日、その他の休日 

 

第 1号区域：住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域のすべての区域及び 

      工業地域のうち学校、保育所、病院・診療所、図書館、特別養護老人 

ホームの敷地の周囲おおむね 80ｍ以内の区域      

第２号区域：工業地域のうち、第 1号区域を除く区域 

特定建設作業                  （振動規制法施行令別表第２） 

次の機械を使用する作業 適   用 

１くい打機、くい抜機、くい打くい抜

機を使用する作業 

もんけん、圧入式くい打機、油圧式くい抜機、

圧入式くい打くい抜機を除く。 

２鋼球を使用して建築物その他の工

作物を破壊する作業 

 

３舗装版破砕機を使用する作用 

作業地点が連続的に移動する作業にあって

は、1日における当該作業に係る 2地点間の

最大距離が 50ｍを超えない作業に限る。 

４ブレーカーを使用する作業 

手持式のものを除く。 

作業地点が連続的に移動する作業にあって

は、1日における当該作業に係る２地点間の

最大距離が 50ｍを超えない作業に限る。 
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振動に係る特定施設 

振動規制法に基づく特定施設         （振動規制法施行令第１条） 

施設の種類 規模･能力 

(1) 金属加工機械  

 イ 液圧プレス 矯正プレスを除く｡ 

 ロ 機械プレス すべてのもの｡ 

 ハ せん断機 原動機の定格出力が 1ｋＷ以上のものに限る｡ 

 ニ 鍛造機 すべてのもの｡ 

 ホ ワイヤーフォーミングマシン 原動機の定格出力が 37.5ｋＷ以上のものに限る｡ 

(2) 圧縮機 

一定の限度を超える大きさの振動を発生しないも

のとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の

定格出力が七・五キロワット以上のものに限る。 

(3) 土石用又は鉱物用の破砕機､摩砕

機､ふるい及び分級機 
原動機の定格出力が 7.5ｋＷ以上のものに限る｡ 

(4) 織機 原動機を用いるものに限る｡ 

(5) コンクリートブロックマシン 
原動機の定格出力の合計が 2.95ｋＷ以上のものに

限る｡ 

コンクリート管製造機械及び 

コンクリート柱製造機械 

原動機の定格出力の合計が 10ｋＷ以上のものに限

る｡ 

(6) 木材加工機械  

 イ ドラムバーカー すべてのもの｡ 

 ロ チッパー 原動機の定格出力が 2.2ｋＷ以上のものに限る｡ 

(7) 印刷機械 原動機の定格出力が 2.2ｋＷ以上のものに限る｡ 

(8) ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機 
カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が 30ｋＷ以

上のものに限る｡ 

(9) 合成樹脂用射出成形機 すべてのもの｡ 

(10)鋳型造型機 ジョルト式のものに限る。 

 

振動の現況 

 振動に関する令和６年度の苦情申立はありませんでした（令和５年度も同様）。振動は主

に、工場、作業場、建設現場から騒音とともに発生することが多いため、振動を伴う特定建

設作業及び特定工場の新設時には、事業者に対して防振対策を講じるよう指導しています。 
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７ 悪臭 

 

悪臭について 

悪臭は、人に不快感や嫌悪感を与えるにおいの総称であり、快適な生活環境を損なう要因の一

つです。悪臭の感じ方には個人差があり、発生するにおいは多くの場合、複数の悪臭物質が低濃

度で混在しているため、完全な除去は容易ではなく、紛争の解決も困難な場合があります。 

悪臭による影響は、発生源周辺の地域に限定され、広域的な影響を及ぼすおそれは少ないこと

から、悪臭防止法に基づき、規制地域を指定し、その地域内の工場や事業場から発生する悪臭の

排出について規制を行っています。これらの規制事務は、政令により市町村長に委任され、地域

に応じた適切な対応が進められています。 

 

悪臭防止法に基づく規制地域 
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悪臭物質の主要発生源 

悪臭物質 におい 主要発生源 

ア ン モ ニ ア 
し尿のような臭

い 

畜産農業・鶏糞乾燥場・複合肥料製造業・化製場・

でん粉製造業・魚腸骨処理場・フェザー処理場・

ごみ処理場・し尿処理場・下水処理場等 

ﾒ ﾁ ﾙ ﾒ ﾙ ｶ ﾌ ﾟ ﾀ ﾝ 
腐ったたまねぎ

臭 

クラフトパルプ製造業・化製場・ごみ処理場・魚

腸骨処理場・し尿処理場・下水処理場等 

硫 化 水 素 腐ったたまご臭 

畜産農場・クラフトパルプ製造業・でん粉製造

業・化製場・魚腸骨処理場・ごみ処理場・セロハ

ン製造業・し尿処理場等 

硫 化 メ チ ル 
腐ったキャベツ

臭 

クラフトパルプ製造業・化製場・魚腸骨処理場・

ごみ処理場・し尿処理場・下水処理場等 

二 硫 化 メ チ ル 
腐ったキャベツ

臭 

クラフトパルプ製造業・化製場・魚腸骨処理場・

ごみ処理場・し尿処理場・下水処理場等 

ﾄ ﾘ ﾒ ﾁ ﾙ ｱ ﾐ ﾝ 腐った魚の臭い 
畜産農業・複合肥料製造業・魚腸骨処理場・化製

場・水産缶詰製造業 

ｱ ｾ ﾄ ｱ ﾙ ﾃ ﾞ ﾋ ﾄ ﾞ 青臭い刺激臭 

アセトアルデヒド製造業・酢酸製造業・たばこ製

造業・酢酸ビニル製造業・魚腸骨処理場・複合肥

料製造業 

ﾌ ﾟ ﾛ ﾋ ﾟ ｵ ﾝ ｱ ﾙ ﾃ ﾞ ﾋ ﾄ ﾞ 

刺激的な甘酸っ

ぱい焦げ臭 

 

塗装業・金属製品製造業・自動車修理業・魚腸骨

処理場・油脂系食料品製造業・輸送用機械器具製

造業 

（焼き付け塗装工程を有する事業場等） 

ﾉﾙﾏﾙﾌﾞﾁﾙｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ 

ｲ ｿ ﾌ ﾞ ﾁ ﾙ ｱ ﾙ ﾃ ﾞ ﾋ ﾄ ﾞ 

ﾉﾙﾏﾙﾊﾞﾚﾙｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ 

ｲ ｿ ﾊ ﾞ ﾚ ﾙ ｱ ﾙ ﾃ ﾞ ﾋ ﾄ ﾞ 

イ ソ ブ タ ノ ー ル 

刺激的なシンナ

ー臭 

塗装業・金属製品製造業・自動車修理業・木工業・

繊維業・機械製造業・印刷業・輸送用機械器具製

造業・鋳物製造業 

酢 酸 エ チ ル 

ﾒ ﾁ ﾙ ｲ ｿ ﾌ ﾞ ﾁ ﾙ ｹ ﾄ ﾝ 

ト ル エ ン 

ス チ レ ン 都市ガスのよう

な臭い 

スチレン製造業・ポリスチレン製造業・ＳＢＲ製

造業・ＦＲＰ製造業・化粧合板製造業 キ シ レ ン 

プ ロ ピ オ ン 酸 
すっぱいような

刺激臭 

脂肪酸製造業・染色業・畜産事業場・化製場・で

ん粉製造業等 

ノ ル マ ル 酪 酸 
むれたくつ下の

臭い 

畜産事業場・化製場・魚腸骨処理場・鶏糞乾燥場・

畜産食料品製造業・ごみ処理場・し尿処理場・で

ん粉製造業等 

ノ ル マ ル 吉 草 酸 

イ ソ 吉 草 酸 

 ※本表は悪臭防止法施行規則及び環境省告示に基づく悪臭物質のうち、代表的なものを

示しています。主要発生源は参考情報であり、法令で定義されているものではありませ

ん。 
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悪臭に係る規制基準 

（１）敷地境界線における規制基準 

大気中の濃度の許容限度              （平成 19年大野市告示第 38号） 

悪臭物質の種類 Ａ区域 Ｂ区域 

アンモニア 1  ppm 2  ppm 

メチルメルカプタン 0.002 ppm 0.004 ppm 

硫化水素 0.02 ppm 0.06 ppm 

硫化メチル 0.01 ppm 0.05 ppm 

二硫化メチル 0.009 ppm 0.03 ppm 

トリメチルアミン 0.005 ppm 0.02 ppm 

アセトアルデヒド 0.05 ppm 0.1 ppm 

プロピオンアルデヒド 0.05 ppm 0.1 ppm 

ノルマルブチルアルデヒド 0.009 ppm 0.03 ppm 

イソブチルアルデヒド 0.02 ppm 0.07 ppm 

ノルマルバレルアルデヒド 0.009 ppm 0.02 ppm 

イソバレルアルデヒド 0.003 ppm 0.006 ppm 

イソブタノール 0.9 ppm 4  ppm 

酢酸エチル 3  ppm 7  ppm 

メチルイソブチルケトン 1  ppm 3  ppm 

トルエン 10 ppm 30 ppm 

スチレン 0.4 ppm 0.8 ppm 

キシレン 1  ppm 2  ppm 

プロピオン酸 0.03 ppm 0.07 ppm 

ノルマル酪酸 0.001 ppm 0.002 ppm 

ノルマル吉草酸 0.0009 ppm 0.002 ppm 

イソ吉草酸 0.001 ppm 0.004 ppm 
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（２）煙突等の気体排出口における規制基準 

煙突等の気体排出口における規制基準は、化学工場などのように煙突その他の気体排出

施設から悪臭物質が排出される場合で、悪臭物質の種類ごとに数式により算出して得た流

量が基準となっています。 

これは、煙突等から悪臭物質が大気中に拡散していく結果、事業場から遠く離れた地域で

影響が大きくなるということもあり、これに対処するため、大気中の拡散にかかる最大着地

濃度地域における悪臭物質の濃度が、(1)の事業場敷地境界線における規制基準値と等しく

なるような算出方法となっています。 

ただし、悪臭物質のうち、メチルメルカプタン・硫化メチル・二硫化メチル・アセトアル

デヒド・スチレン・プロピオン酸・ノルマル酪酸・ノルマル吉草酸及びイソ吉草酸は適用さ

れません。 

 

 気体排出口に係る規制基準（悪臭防止法施行規則第 3条） 

q＝0.108×He2・Cm 

q 流量（ｍ３
N／h） 

He 補正後の排出口の高さ（ｍ） 

Cm 物質ごとの規制基準（ppm） 

 

 

（３）事業場からの排出水における規制基準 

排出水については、事業場等からの排出水に含まれる悪臭物質が、時間の経過とともに気

化、蒸散して悪臭を発生することがあります。このため、悪臭物質の排出水中からの大気中

への拡散を考慮し、(1)の事業場敷地境界線における規制基準値と等しくなるような算出方

法となっています。ただし、特定悪臭物質のうち、メチルメルカプタン･硫化水素･硫化メチ

ル・二硫化メチルのみに適用されます。 

 

排出水中の規制基準         （悪臭防止法施行規則第 4条） 

CLｍ＝ｋ×Cｍ 

CLｍ 排出水中の濃度（mg／ｌ） 

ｋ 物質の種類及び排出水量ごとに定める値（mg／ｌ） 

Cm 物質ごとの規制基準（ppm） 
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（４）臭気指数規制 

平成 8 年 4 月 1 日から、複合臭や未規制の悪臭物質に対応するための改正悪臭防止法が

施行され、嗅覚測定法を用いて測定される「臭気指数」による規制が導入されました。 

自然的、社会的条件から判断して特定悪臭物質規制では生活環境を保全することが十分

でないと認められる区域があるときは、「特定悪臭物質」の規制基準に代えて、｢臭気指数｣

の規制基準を定めることができます。 

 

敷地境界線における臭気指数の規制基準    （福井県公害防止条例施行規則第 6条） 

臭気指数 １８ 

１．臭気の測定場所は、工場等の敷地境界線とする。 

２．「臭気指数」とは、気体に係る悪臭の程度に関する値であって、臭気指数の算定方

法(平成 7年環告 63）に定めるところにより、人間の嗅覚で臭気を感知することがで

きなくなるまで気体の希釈をした場合に、次の式において算定される値をいう。 

Y＝10 logX 

Y 臭気指数 

X 人間の嗅覚で臭気を感知することができなくなるまで気体の希釈を 

したときのその希釈の倍数 

３．この規制基準は、悪臭防止法第 3条の規定により指定された規制地域以外の地域に

おける悪臭について適用する。 

 

悪臭に係る特定施設 

福井県公害防止条例に基づく特定施設は規制地域制をとらず、これに係る規制基準を｢工

場等の周辺の人の多数が著しく不快を感じないと認められる程度｣と定められています。つ

まり、規制する悪臭物質を定めず、特定施設を有する事業場等から発生する悪臭について規

制することになっています。 

 

悪臭に係る特定施設              （福井県公害防止条例施行規則第 4条） 

用途 施設の名称 

１．牛、豚又は鶏の飼養場において用いるも

の。ただし、牛 10 頭以上、豚 50 頭以上

（生後 2 ヶ月未満を除く、繁殖豚にあっ

ては 5頭。）、鶏 1,000羽以上（生後 30日

未満を除く。）の飼養の用に供するものに

限る。 

１．飼養施設 

２．飼料調理施設 

（加熱して調理するものに限る。） 

３．ふん尿処理施設 

２．けいふんの乾燥又は焼却を行う工場にお

いて用いるもの 

１．乾燥施設 

２．焼却施設 

３．死亡獣畜取扱場において用いるもの 

１．解体室 

２．汚物処理施設 

３．焼却炉 

４．化製場（魚介類又は鳥類の肉、皮、骨、臓

器等を原料とする飼料等の製造の工場を

含む。）において用いるもの 

１．原料処理施設（原料貯蔵室及び化製室を

含む。） 

２．煮熟施設 

３．圧搾施設 

４．汚物処理施設 

５．乾燥施設 
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悪臭の現況 

悪臭に係る苦情は、より快適な生活環境を求める市民意識の向上に伴い発生しています。 

また、県条例に定められている特定施設以外の施設や、悪臭規制地域以外での苦情もあり、

今後とも特定施設や規制地域にとらわれず、悪臭の防止対策が必要になります。 

 悪臭に関する令和６年度の苦情申立は１件（令和５年度は５件）で、家庭生活に起因する

ものでした。悪臭被害への対応は解決が難しい場合が多いため、市民一人一人への注意喚起

が重要です。 

 また、「１ 大気汚染」の項目で報告した野焼きによる苦情の中にも悪臭と関連するもの

があります。悪臭の発生を防止するためにも野外焼却の禁止を訴えていく必要があります。 
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８ 典型７公害以外の公害 

典型７公害以外の公害について 

大気汚染、水質汚濁、地盤沈下、土壌汚染、騒音、振動、悪臭は典型７公害といわれ、防

止や規制に関する法律が制定されていますが、それ以外に市民生活や事業活動に伴い発生

する日照阻害、電波障害、低周波空気振動、不法投棄、雑草等の繁茂などの典型７公害に含

まれない公害が問題となっています。 

 

その他の公害の現況 

大野市では、平成１３年度より環境監視員を委嘱し、環境汚染の未然防止を目的とした情

報提供や市民への指導、環境保全活動を積極的に推進しています。これにより、市民の環境

保全意識の高揚を図るとともに、さまざまな公害問題に対する調査研究及び監視、情報提供、

指導に取り組んでいます。 

また、不法投棄に対しては、県と合同で定期パトロールを実施し、頻発箇所には監視カメ

ラを設置するなどの対策を講じています。 

その他の公害に関する令和６年度の苦情申立は５件（令和５年度は４件）で、このうち、

４件は近隣土地の雑草繁茂に関連したものでした。近年は空き地の増加や猛暑の影響によ

り雑草繁茂に関する苦情の割合が増加していることから、土地所有者に対し、近隣住民への

配慮を促す指導や啓発活動に取り組む必要があります。 
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